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令和６年度森町議会予算等審査特別委員会（第２日目） 

 

令和６年３月８日（金曜日） 

                             開議 午前１０時００分 

                             延会 午後 ４時２８分 

〇議事日程 

  １ 議案第１７号 森町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定につ 

いて 

    議案第１８号 森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び森町 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

て 

    議案第１９号 森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

    議案第２０号 森町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

    議案第２１号 森町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 

    議案第２２号 令和６年度森町一般会計予算 

    議案第２３号 令和６年度森町国民健康保険特別会計予算 

    議案第２４号 令和６年度森町後期高齢者医療特別会計予算 

    議案第２５号 令和６年度森町介護保険事業特別会計予算 

    議案第２６号 令和６年度森町介護サービス事業特別会計予算 

    議案第２７号 令和６年度森町港湾整備事業特別会計予算 

    議案第２８号 令和６年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計予算 

    議案第２９号 令和６年度森町国民健康保険病院事業会計予算 

    議案第３０号 令和６年度森町水道事業会計予算 

    議案第３１号 令和６年度森町公共下水道事業会計予算 

 

〇出席委員（１３名） 

   １番 伊 藤   昇 君      ２番 河 野 文 彦 君 

   ３番 髙 橋 邦 雄 君      ４番 河 野   淳 君 

   ５番 山 田   誠 君      ６番 野 口 周 治 君 

   ７番 斉 藤 優 香 君      ８番 千 葉 圭 一 君 

   ９番 佐々木   修 君     １０番 加 藤   進 君 

  １１番 山 本 裕 子 君     １２番 東   隆 一 君 

  １３番 松 田 兼 宗 君 

 

〇欠席委員（０名） 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇委員長（伊藤 昇君） ただいまの出席委員数は13名です。定足数に達していますので、

委員会が成立しました。 

 これより予算等審査特別委員会を開会します。 

 

    ◎議案第１７号ないし議案第３１号 

〇委員長（伊藤 昇君） 予算書の126、127ページをお開きください。款６農林水産業費、

項１農業費に入ります。126、127ページ上段、款６農林水産業費、項１農業費、目１農業

委員会費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（河野 淳君） 委託料の地域計画目標地図素案作成業務委託料なのですけれども、

そもそもの計画の部分と策定年度について教えていただきたいと思います。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 計画の策定年度は、７年４月１日に施行できるように今進めている最中です。今まさに

農業者の皆さんからアンケート取って集約をして、それを目標地図の素案といいますか、

それを農業委員会のほうでつくっていますので、それを受けて今度農林課、農政畜産サイ

ドが地域で話合いを持って、農業者の皆さんの意見を集約していくというような流れにな

ります。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に126、127ページ下段から128、129ページ上段、

目２農業総務費に入ります。質疑ございますでしょうか。 

〇委員（松田兼宗君） 129ページ上段の野生鳥獣侵入防止柵設置事業費補助金の100万な

のですが、これもう何年にもわたって補助金を出しているのだと思うのですが、普通この

設置柵の耐用年数というか、どの程度使えるものなのですか。それとあわせて、鳥獣の種

類というのは何に対してのものなのか、さらにそれの効果というか、成果というか、それ

について把握しているのでしょうか。その辺お願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、１点目、耐用年数につきましては、申し訳ございません。これは調べて、追って

報告をさせていただきたいと思います。 

 これに関わるまず対象となる鳥獣につきましては、鹿、それから熊、この２つを想定を

しておりまして、設置時に電牧を張る際の段数といいますか、高さをちょっと変えて設置

をしているというような状況でございますので、効果的にはやはり電牧を回していないと

相当農業被害が発生するというふうに我々は捉えています。 

 以上です。 
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〇委員（松田兼宗君） 耐用年数は後で教えていただきたいのですが、１年その年使って

廃棄するとか交換するという話ではないですよね。 

 それと、対応する動物の問題なのですが、最近アライグマの話とかって耳にしているの

ですが、それに対しても効果があると見ていいのですか、防止柵というか。それについて

は全く別なような気がするのだけれども、ちょっとその辺をお願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、この電牧がアライグマに効果があるかという部分でございますが、これはないと

いうふうにこちらも捉えています。アライグマにつきましては、まさにアライグマ専用の

箱わなを用意して、その対応に当たろうというふうに町では考えています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 127ページの18の負担金補助及び交付金なのですけれども、農業担

い手対策事業補助金、これ私の記憶では婚活パーティーとかということにも使われていた

ような気がするのですけれども、今年度の実績というか、来年度に向けてどのような方法

でやろうとしているのか。というのは、農業、漁業、その他広い範囲でそういうものをや

ってほしいという声が上がっていますので、その辺りの対策というか、何か考えがありま

したら教えてください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、この補助金につきましては、まさにＪＡが開催するカップリングパーティーに対

して支援を行うという内容でございます。実績につきましては、まず令和５年度につきま

しては新函館農業協同組合、広域のほうで、本店のほうで集約をしてカップリングパーテ

ィーを開催していますので、５年度の実績につきましてはありませんでした。 

 あとは、各産業との連携ということでございますが、確かに私も漁協の組合長さんなど

からいろいろ相談を受けています。ただ、やはりこれを開催する時期を農繁期をずらして

やらなければならないという問題がありますので、そこの調整がまさに必要になるのかな

と。あとは、農業と漁業だけでいいのか、商工業者も含んで開催するのがいいのか、そう

いった議論がありませんので、そういった話合いの場といいますか、これが今後必要にな

るのかなというふうに捉えています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 私もまさにそう思っていて、ＪＡで行ってもらうのももちろん必

要なのですけれども、森町独自のこういうのをやって、まだ結婚されていない方とかの出

会いの場とか、あとやはり担い手不足が心配されるので、町全体で取り組むことを考えて

いただきたいなって思いますので、どうか進めていただきたいなと思います。 

〇農林課長（寺澤英樹君） 各担当課のほうといろいろちょっと相談をして、検討してま

いりたいというふうに考えています。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 同じく担い手のところなのですけれども、今ほど同僚委員の質問
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でカップリングパーティーというのですか、の事業ということで、その内容を担当課とし

てどういった形で、どういう参加者だとか、どういうイベント的に行われているかという

のは、担当課として把握しているかどうかまず確認させてください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、カップリングパーティーの内容につきましては、我々もそういった話合いの場に

は入っていますので、内容は把握しています。まず、最近多いのは白川地区で、実際に農

機具を使って、農機具試乗させて、そういった作業に従事するような内容でやっています。

あとは、以前は、この言葉が適正かどうか分からないのですけれども、お偉いさんが結構

来て、そこで言わば祭典的な感じでやっていたのですけれども、何かそうすると外部から

来る女性の方とかが結構気を遣って、実際のメインが交流なのですけれども、なかなかそ

この部分が進展しないというのがあって、最近はそういったお偉いさんを入れずに開催を

しているという状況です。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 内容については理解しているということで、ぜひ楽しいといいま

すか、森町に魅力を持ってもらえるような企画をしていただけたらなと。担当課としても

その辺はいろいろ、実際農業者の方が専門家ですので、その魅力を発信するのもそちらの

ほうが専門かなと思いますので、その辺いろいろアイデア出し合って、うまくやっていっ

たらいいのかなと思う中で、僕ちょっと気になったのが参加者の構成といいますか、例え

ばこれだけの予算に何名参加して、実際カップルが成立したか、しないかはまた別なお話

として、参加人数に対しての予算規模ですとか、その辺をしっかり確認してほしいと思う

のです。ましてや農業者の方によその町から女性が来て、カップルが成立してほしいとい

うのはこれもともとの趣旨ですので、例えばです、例えばです、一例を言うと参加者の構

成という話になれば、逆はあってほしくないのです。森町の女性がこのカップリングパー

ティーに参加して、なぜか知らないけれども、よその町の農業者の方が参加していて、よ

その町の農業者の方に森の女性がカップルとして成立してしまったなんてことがもしあっ

たとしたら、そもそもの趣旨がどうなのと心配になる部分もあるので、そういう部分も担

当課としてしっかりチェックしてほしいなと思うのですけれども、いかがですか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まさに河野委員がおっしゃっているような、後段に言われたような状況をつくらぬよう

に、そこはちょっと意識して、ＪＡの青年部のほうと調整をしてまいりたいなというふう

に考えています。基本的には町内の若手の農業者さんに外部から来た女性を招き入れて、

そういったカップリングのパーティーを行うというような形態でやっていますので、ちょ

っとすみません、予算につきましてはその人数に応じて変動しているかというところです

が、そこは今後そういった部分も意識しながら、ＪＡのほうに指導してまいりたいと考え

ています。 

 以上です。 
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〇委員（河野文彦君） 別件で、次に野生鳥獣の防止柵のところで、先ほど松田委員から

もあったのですけれども、今回100万円という予算の中で、これ毎年行われている事業です

けれども、ここ数年の傾向でもいいのですけれども、希望して、予算オーバーするので、

もういっぱいですと、要は待機の方って実際この補助金の助成のあふれる方が毎年いるの

か、いないか、その辺を教えてもらえますか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 予算的には防護柵等設置経費の２分の１以内の限度額10万円ということなので、10台分

一応予算は見ています。大体最近の傾向としては、この予算で収まっているというような

状況です。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 先ほどの同僚委員の質問に対して、森町の女性がということで答

弁をされたのですけれども、その趣旨を確認させてください。私は、女性がお嫁に行くと

いう立てつけが今の世の中で事実上多いとしても、それを前提に行政が施策を打つ、嫁に

取る、嫁に行くという考え方は一度クリアすべきだと思っていますし、それから同じ文脈

で例えばパーティーで女性の農業者が森町にいらっしゃって、そこに男性がゲストで来ら

れてペアリングができましたと。その後どうするかは２人の問題です。これを取るの、取

らないのというふうに受け取られるような答弁は、私はよろしくないのではないかと。あ

くまでも森町のみんなが幸せになるようだし、できれば産業がもっと豊かになるようにと

いう文脈でお考えだと思うのですけれども、趣旨をもう一度確認させてください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 野口委員がおっしゃるとおり、まさに産業の活性化を目指して、女性、男性にかかわら

ず、そういった方たちを支援するという趣旨で町は応援してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員（髙橋邦雄君） 私も担い手対策事業に関してですけれども、内容的には理解でき

ましたけれども、前提として今参加者の方が結婚に対してどういう意識があるのかという

調査したことありますか。これなぜかというと、日本の今全国平均の結婚される方の29.1

歳ということが出ていますので、参加者の年齢にもよるのですけれども、この事業に対し

て参加される方の意識調査というのをされたことがありますか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、町としてはそういった意識調査は行っておりませんが、実際に

そういったカップリングパーティー終了後には一応アンケートの調査を行っております。

参加される方に対しても、事前にそういった聞き取りを行いながら参加を募っているとい

う状況です。 

 以上です。 

〇委員（髙橋邦雄君） ということは、このカップリングパーティーに参加される方は、

結婚の意思があるという形で参加されていると今認識しました。その中で、やっぱり結果
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というのは、すぐ単年度で出るものではないと思うのです、これは。内容的に僕の感じた

イメージは、あまりすごく変化がないのではないかと思っているのです。そこに結びつけ

るためには、まだ改善策があるのではないかと思いますので、今後内容をどのように考え

ているか、もう一度お聞きします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 開催内容をどのように考えているかというご質問だと思うのですけれども、ＪＡの青年

部といろいろ相談しながら進めている内容でございます。かつ最近の傾向といたしまして

は、町内限定でやるという部分も、それを参加人数が減ってきているので、広域でやると

いう流れもできつつありますので、そこは改めて青年部のほうとも相談しながら、今後の

開催に向けて調整してまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） 先ほど松田委員のほうから質疑ございました。その内容が分か

ったようでございますので……よろしいですか。 

（何事か言う者あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時１７分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 後で答弁のほうはさせていただくということで、今すぐではちょっとなかったものです

から、大変申し訳ございませんでした。このまま引き続き進めさせていただきます。 

 ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に目３農業振興費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（斉藤優香君） まず、12の委託料の福島大学受託研究委託料なのですけれども、

前年度は分析などに80万、そして大学連携による産業振興費に84万という形で福島大学と

連携を結んでいたと思うのですけれども、今回名前が変わりまして、何が変わったのか、

何をやろうとしているのかというところが見えないので、ちょっと教えてください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 斉藤委員おっしゃるとおり、資料を出せばよかったなというふうに私も後から感じてい

ました。この予算につきましては、昨年使用料及び賃借料で食品機能分析機器使用料、こ

れが大学のほうと調整したときに受託研究費に置き換えてもらえないかという話がありま

して、それでこの委託料で令和５年は80万、機器の使用料って上げているものを委託料の

ほうには組替えさせていただきました。 

 大学と今後何をやっていくかというところなのですけれども、新年度も基幹作物の食品
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の機能分析は引き続きやっていただこうというふうに考えています。それ以外に、またそ

ういった分析をした後に教授のほうからそういった講演をいただくという内容で、今年度

につきましては学生の受入れはせずに、そういった取組を継続するということで福島大学

のほうと調整をしております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） よく分かりました。なのですが、去年もそうなのですけれども、

分析だけをして終わりというのは意味がなくて、成分さえ分かれば町はそれでいいのかと

いうところが私すごく疑問があって、それをどう生かしていくかというところで、ちょっ

と項目違うのですけれども、例えば森町農業加工振興支援事業、次の18の負担金なのです

けれども、それが100万から50万に減っているのです。そういうところにもうちょっとお金

をつけて、その分析した結果、加工品にしていくとかというところを振興していかなけれ

ば全く80万の意味がなくて、また同じものを同じ分析をして、ちょっと栄養があります。

科学的にすごくいいのですよというのを消費者たちがすごくいつも見ながら買うかという

と、そういうこともあまりなくて、その製品がいかにおいしく食べれるかというところが

やっぱり重要になってくるとなれば、ここのところが減っているという理由も私はちょっ

と聞きたかったので、併せてお願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、負担金補助及び交付金の農産加工振興支援事業補助金50万減額した理由につきま

しては、６年度に明らかに支援する件数が今１件ということがこちらのほうで分かってい

ますので、まずその分の１件をここには計上させていただいています。ですから、公募し

た際に追加でこういった農産加工に取り組みたいという話があれば、そこは今後は、議員

さんのご了解も必要になりますが、補正をしてまいりたいとまず考えています。 

 福島大学と取り組んできたこれまでのこの成果につきましては、国際ジャーナル、セン

サー・アンド・マテリアルズという感じで、論文で掲載されるということも話も調整もし

ていますので、恐らく５月ぐらいになるのですかね、こういう形で発表がされるというふ

うに捉えています。 

 今後につきましては、このやったものを宇宙食でいけないかということを今大学の教授

と相談をさせてもらっています。この宇宙食というところの話になりますと、道内では十

勝周辺で実際にやられています。やり方としてはいろいろあるのですけれども、企業がそ

こに入り込んでやっているケースと、あとは最近やられているのは帯広の農業高校さんで

すか、がホワイトシチューを宇宙食にするということで試作を今続けているという状況な

どもありまして、これをどういう方法で使うかというと宇宙食という広告塔、これをベー

スに、これがメインではなくて、これを広告塔にその農産物売り込むということをやって

いきたい。ただ、昨年ですか、総務経済委員会でもいろいろこういった議論がありました。

６次化の議論がありました。ただ、行政の関わりとして、行政が全て関わって入り込むよ

りは、農業者主導でやっているものを行政がどういう形で支援するかという考え方で我々
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は支援を続けていきたいと思いますので、これはまさに農業者のほうから希望があってや

っているものと捉えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） では、宇宙食も農業者が希望してやっているというわけではない

ですよね。やはり宇宙食というのは、すごく限定されて、月旅行がばんばん行けるように

なっているとかというのであれば量的にもＰＲもかなり効果的だと思うのですけれども、

今作っていらっしゃる方たちを支えていくという上では、宇宙食というのはちょっと弱い

ような気もしなくはないのです。であれば、それもやっていく、先を見据えて、宇宙も見

据えていますよというのはいいのですけれども、今現在この生産されていて、広く流通さ

せたいと思っている人たちの後押しをするという意味では、もう少し本当に加工品の振興

にも予算をいっぱいつけて、みんなが挑戦できますよというふうにしていかなければなら

ないところを件数が減ったから減らしますと言っていれば、誰も挑戦する人がいなくなる

ような気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 先ほども申し上げたとおり、公募しますので、希望があれば追加で補正をしていきたい

というのが町のまず考えです。 

 それから、加工、６次化の部分につきましては、町としても例えば基幹集落センターで

ＪＡの女性部が加工をしたいと。例えばみそを造りたい、あとはべこ餅を作りたいといっ

たそういった希望が出されています。それにつきましては、我々もきちんと介入して、例

えば施設の改修を若干手がけてあげたりとか、保健所の申請、これについても協力してあ

げたりとか実際に行っています。さらには、姫川の旧農産加工センターがありますが、そ

こを活用したいという農業者も来ていますので、そういったものにつきましても保健所の

許可が取れるように、そこも協力をしてまいりたいということで、トータルで町としても

支援のできる範囲で協力してまいりたいと考えていますので、引き続きそういった部分に

つきましてはご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） そうなのです。私たちも議会としてＪＡの女性部の方たちと話し

たときに、本当にやる気がある方たちがいて、これからどんどんやっていきたいので、後

押ししていただきたいというお話も受けています。それで、町のほうも動いてくださって

いるという中でもう少し、同じことになってしまうのですけれども、６次加工に力が入れ

れるように、そしてそれを町の名産品として持っていけるようにサポートしていただける、

パッケージやそういうことも関わってくると思うのです、製品にするには。それの分にし

てはちょっと……これとは別にそういうこともできるような仕組みをつくっていただきた

いなと思いますので、お願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 引き続きになるのですけれども、公募しますので、そういった要望が来れば補正をして
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対応してまいりたいというのがまず行政の考えです。 

 先ほどの話に戻るのですけれども、ＪＡの女性部さんからもそういった相談も受けてい

ますので、恐らく今後そういった加工に関わる機材、例えば製品化に向けたそういった資

材、そういったものを支援をしてもらいたいというもし要望があれば、それに合わせて行

政のほうも協力してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 別件で、同じ18の負担金なのですけれども、農産物推進支援事業

補助金なのですが、これ去年からされたものだと思うのですけれども、全く同じ額の同じ

規模の支援だと思うのですけれども、それは利用が変わらないからなのか。あと、新規と

かの農作物というのですけれども、前はネギやサツマイモというところなのですが、それ

以上に何か農作物で新規にやろうとしている人があるのかどうかお願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 昨年も申し上げたとおり、まさに最近の傾向としては新規の作物はネギ、それからサツ

マイモですか、特にサツマイモの栽培が今でいくと2.23ヘクタールぐらいですか、広まっ

てきていますので、そこの支援を引き続き今年度も行っていく予定であります。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 例えばそれがネギとかサツマイモではなくても、新規であれば支

援していくという形は変わらないということですよね。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 そのように捉えていただいて結構です。 

〇委員（河野文彦君） 先ほど課長の答弁の中でも出てきた宇宙食のことでお伺いしたい

のですけれども、この委託料の福島大学の関連でいいのですかね、宇宙食の件は。私先日

中小企業家同友会の例会で、白川の農家さんを講師としてお招きして例会を行って、私も

お話聞いてきたけれども、そのときにもやっぱり宇宙食の話題が出たのです。そのときは

タマフクラを活用したいというようなお話を聞いて、すごくスケールの大きい話だなと。

大き過ぎてちょっとびっくりしたというか、すごく夢の……夢で終わらせては駄目だと思

うのです、これ。だから、ぜひぜひ実現してほしいお話だったなと思ってそのときお話を

聞かせていただいて、今またちょっとお話の中に出てきたので、私もいろいろ聞きたいな

と思ったのですけれども、今後宇宙食として実現するに当たってはいろんなハードル、壁

があると思うのです。成分分析とかが本当のスタートといいますか、そういう部分だと思

うのです。それで、もし本当に町としてもバックアップして、一緒に農業者さんと切磋琢

磨してこの宇宙食をＪＡＸＡ通り越してＮＡＳＡと、そういう話になってくると日本の森

町ではなくて世界の森町、森町を世界に売り込むってすごい話だなと思って聞いていて、

ぜひぜひそれは実現してほしいと思うのですけれども、そのスタートとして今回の80万で

すか、この予算で足りますか。足りなかったら補正してでも増やして、どんどん前に進め

てほしいくらいのことだと思って聞いていましたので、その辺課長の答弁いただけたらと
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思います。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 河野委員おっしゃるとおり、まず夢のある話ですので、そこは何とか実現に向けて取り

組んでいきたいなという状況でおります。ＪＡＸＡのほうとちょっと関係がありまして、

福島大学の教授とお話をしている中で徳島大学にＪＡＸＡのそういった宇宙食の認証をす

るお仕事をされている方がいるというお話を伺っていますので、まずはそこにどういう状

況で進めていけばいいのかというあたりも含めご相談をする予定をしています。私いろい

ろ十勝が取り組んでいた内容を調べさせていただきましたが、宇宙食でもメインはＮＡＳ

Ａとかロシアが作る標準食というものがあるようです。もう一つは、ボーナス食といって、

日本食をそれを宇宙食に替えたときにボーナス食というものになるようです。その標準食

が大体８割を占めて、ボーナス食は全体の２割だということを伺っていますし、全国では

33社が取り組んでいて、58品目あるということでありますので、ここを目指して取組を進

めたいなというふうに考えています。審査基準も１次審査があり、２次審査があって決定

されるということですので、ここは企業との連携も必要になりますので、企業との連携も

含め、福島大学の教授のほうからいろいろアドバイスをいただきながら進めてまいりたい

と考えています。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 先ほど担い手に関わる質疑がありましたが、今回の予算の中で農

業関係の担い手の確保という視点でどういうことをやろうとしているのか。これで関連し

て、今障がい者の福祉事業場という形で農業経営の中に入ってもらう、具体的には労働力

という形になりますけれども、そういうことを国も推進しています。たまたまですけれど

も、私もそういうことにトライしようとされている方に会って話を聞いたこともあるので

すが、こういう施策というのは障がい者に対する福祉という観点も含めて進めていく必要

があるのではないかと思いますが、町としての考え方をお答えください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まさに今これからその担い手対策を進めていかなければならない、逆に遅いぐらいかな

というふうに我々も捉えています。町としては、まず森町営農指導対策協議会、構成メン

バーとしては町、それからＪＡ、農業委員会、普及センター、共済という感じで組織構成

しています。ただ、ここにさらに指導農業士、農業士の皆さんも入れながら、あとは場合

によってはそういった有識者の方も入れながら、まず現状の問題点、高齢化とか労働力不

足、それから雇用の確保、新規参入者の受入れ、こういったものも必要でしょうし、あと

は病害虫の問題、青年農業者の育成、作業受託のそういった仕組み、こういったものも必

要だと捉えています。ですから、そういったものを先ほど言った営農指導対策協議会でこ

れからいろいろ予算をつけて議論をしながら、最終的には持続可能で生産の高い農業、例

えばスマート農業もそうでしょうし、省力化、それから環境保全型の農業もそうです。あ

とは、多様な人材の活躍する農業というところでいくと、まさに野口委員からご質問のあ
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ったところ、農福連携もそうでしょうし、あとは青年農業者の育成、新規就農者の受入れ

態勢の整備、女性農業者の育成、それから多様な人材の活用、地域おこし協力隊なんかも

多分こういうものに入ってくるのかなというふうに捉えています。あとは、地域営農シス

テムの確立、こういったことをトータルで考えながら、持続可能でもうかる農業というも

の、それから担い手がある程度生き生きできるような、そういった農業を目指して取り組

んでいきたいというのが今の町の考えです。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 枠組みとしては分かりました。具体的には今日この場で聞くと話

が非常に細かく、全体に及ぶので、別途また教えていただきたいと思うのですが、今の言

葉の中の農福連携について具体的に今取り組まれていること、検討されていることがあれ

ばお答えください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 農福連携の部分でいきますと、町内にそういったＢ型支援施設というものがございまし

て、そういった事業者を農業者のほうが例えば労働力が不足しているという話があれば、

そういったところをご紹介するというような取組、今現状はそういうところにとどまって

います。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） ぜひ具体的に、紹介は分かりますが、もう一歩踏み込んだことが

できないかと。これは、メニューが100個ある中の１を取り上げて、これをぜひやれという

議論は私はしたくはありませんが、世の流れから考えてもこういった面は具体的に詰めて

いく必要、踏み込んでいく必要があるのではないかと考えるので、要望ですけれども、具

体的に進めていただきたいなと思います。 

 以上です。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 具体的な内容をもう少し内部でそういったところも勉強しながら、事業者等とも相談し

て、どういったやり方がいいのか検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 129ページ、収入保険加入促進支援事業補助金のところなのですが、

資料ナンバーでいうところの33番です。これ補償の内容がまずどうなっているのでしょう

か。よく聞く話が、ＪＡのですよね、これ。農業共済組合連合会の保険になるのだと思う

のですが、補償の範囲が少ないから、あんまり意味がないみたいな話も聞こえてきている

のですが、まず補償の内容がどうなっているかというのと、ほかのもし現在ＪＡのこれ以

外に入っている方に対する補助というのはあり得るのか、まずその辺お願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、収入保険の制度ですが、補償の内容につきましては基準額の最大９割補償すると

いう内容になります。ただ、９割最大補償するのですけれども、そこには掛け捨て保険分
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と積立保険分、これが全て満たされて９割最大補填するという内容ですので、そこは制度

的な問題ですので、そこはご理解いただきたいなと思います。それ以外、まさに収入保険

に加入していない方の関係でありますが、収入保険につきましては先日全員協議会でも話

をさせていただきましたが、青色申告者に限定されております。実際に町内の青色申告者

は今94件ということで我々は聞いていますので、それ以外の農業者でいくと、恐らく50件

ぐらいがそれ以外の農家ということになるのかなというふうに捉えています。ただ、それ

以外の農家さんにつきましては、まさに共済制度があります。共済制度といいますと、作

物に対するそういった農業共済がありますので、そういったものに加入されていると考え

ています。ただ、そこにつきましては、今のところ町のほうで支援するということは考え

ておりませんので、そこはご理解いただきたいなと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） もう一つ、もう一つというか、言い方が悪かったのか、このほか

に入っている農家が現実にいるのでしょうか。そして、今加入率というのは、ほとんどの

農家の方がこの保険に入っている、収入保険に入っているというふうな理解でいいのです

か。そして、新たに別な、会社が違うということです、保険会社が。そういう保険がある

かどうかちょっと私調べていないので、分からないのだけれども、もしあるとすればそれ

に対しての補助というか、補助を出すのかということなのです。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時４４分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 会議を再開します。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、町としては、今共済組合が行っている収入保険制度、それから並行して行ってい

る共済制度、そういったもの以外想定しておりませんので、そこはご理解いただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に128、129ページ下段から130、131ページ上段、

目４畜産費に入ります。質疑ございますでしょうか。 

〇委員（河野文彦君） これから話すことがこの畜産費と違うのであれば指摘してほしい

のですけれども、最近例えば豚のほうの業界でいくとすごく八雲のほうにいろんな投資が

されて、大変にぎわっているというお話を聞きました。それで、そういう畜産関連になる

のでしょうけれども、豚だとか、牛なんかもそうですけれども、大手が事業拡大を目指し

ているのであれば、町としてどんどん協力してほしいと思うのです。そうなると、この畜
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産費のほうにそういう何か新しい設備拡大をするときの補助だとか支援的なものもここに

のってくるのかなと思って、ここで質問させてもらったのです。それで、単純に育てる、

出荷するという設備もそうですけれども、それに伴って解体、屠殺というのかな、そうい

う施設もやっぱり畜産業界って付き物だと思うのです。ですから、そういったところの支

援、誘致の支援というのも物すごくこれから大事かなと思うのです。そういう誘致のため

のもし費用がかかるとするのであれば、この畜産費に入ってくるのかなと思ったのですけ

れども、ちょっと見る限りなかったものですから、町として今いろんな業界が八雲なり、

森なりに進出するかもしれないなんていう話が聞こえてくると、そういう予算措置もある

程度なければ出遅れるのではないのかなという心配があったものですから、そういったと

ころもしよろしければ課長のほうからお話聞かせていただけますか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 河野委員ご質問の件につきましては、そういった立地する企業さんがあれば、まさにこ

こに計上して、支援をするという内容になるというふうにこちらも考えています。実際の

ところは、畜産系でいきますと屠畜場も町内にもありますし、あと化製工場もありますし、

あとは大きくはクリーンファームさんも立地していますし、そういう形で企業さんからい

ろいろそういった中で相談は実際に受けているという状況です。ただ、いろんなそういっ

た設置に当たっての問題点なんかもありますので、我々はそういった相談には応じて、場

合によっては立地に向けた調整、そういった事務的なことにも入りながら、立地ができる

ような状況に近づけるように協力をしている状況です。内容によって本当にそういった畜

産事業者の支援が必要であれば、議員皆さんにいろいろご相談しながら、その点につきま

しても検討を進めてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） すみません。河野委員に、今予算の審議でございまして、予算

からかなり膨らんで、別な角度の質問にも捉えれる部分あるものですから、その辺り限定

してお聞き願えればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員（松田兼宗君） 交付金のところの森町ばんば大会の補助金のところなのですが、

これ20万増になっていますよね。何か特になるのでしょうか。というのは、観光協会が減

額している中での桜まつりの部分というのは額減っているのです。ここだけ、当日の桜ま

つりの中の行事の一つだというふうに私は思っているのだけれども、そういう何か特別こ

このばんば大会だけ何かやるのでしょうか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 桜会のほうからまず要望が出されておりました。まず、来年度は15回目の周年事業とな

りますと。ですから、昨年実際にばんば大会開催しましたけれども、ポニーが多数を占め

ていて、やはりばんば大会全体を見たときに盛り上がりに欠けるということの中で、ばん

えいのほうから大きな馬を何頭か連れてきたいのだと。大会を盛り上げたいのだというこ

とでご相談を受けた中で今回増額をして予算を計上させていただいています。 
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 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目５農地費、質疑ございますでしょうか。よろしいです

か。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、130、131ページ下段から132、133ページ中段、目６駒ケ

岳ダム管理費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（河野文彦君） 工事請負費の掛澗の揚水機場です。これ全協でも説明いただいて、

発注方法をお尋ねしたときたしか課長は随契でやるというようなお話をして、その後副町

長がそれはまだ決まったことではないですというようなお話で進んでいったかなというふ

うに記憶しているのですけれども、やっぱり随契でやるということは特殊で、その業者し

か絶対できないよという案件が僕は随契でやるべきであると思うのです。ですから、発注

するときに今予定している業者さん以外のところにもいろいろ、見積り依頼になるのかち

ょっと分かりませんけれども、もっと情報収集してほしいのです、今まで入っていた業者

さんだけ選ぶではなくて。それで、競争原理といいますか、少しでも安く設置できれば、

そういう調査はしなければならないと思うのです、行政としては。ですので、あのときは

課長は随契でやりたいというようなお話をしていましたので、私はちょっとそこはいかが

なものかなと。しっかりもっと調査して、複数の業者からのお話を聞いてから進めるべき

ではないのかと思うのですけれども、いかがでしょう。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１０時５３分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇農林課技術長（濱野真行君） お答えします。 

 今の河野委員のご質問に対しまして、一応調査を行いまして、複数あるものであれば対

応できる業者を選びながら、最終的には入札審査会において決定していただく形を取りた

いと思います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に目７濁川防災ダム管理費、質疑ございますでし

ょうか。 

〇委員（河野 淳君） 12番、委託料の防災ダムの維持管理委託料なのですけれども、何
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年か堤体のところに木生えたりとかして、結構管理が行き届いていない部分があったと思

うのです。駒ケ岳ダムはコンクリートなのですけれども、防災ダムについては土といいま

すか、堤体がコンクリートではないので、その管理が不行き届きになると将来的にすごい

費用が発生すると思うのですけれども、今回維持管理委託料も年々増額しているので、こ

の辺の管理の方針について何かありましたら教えていただきたいと思います。 

〇農林課技術長（濱野真行君） お答えします。 

 今回増額している分に関しましては、そのダム湖内にたまっている土を搬出する前段の

周辺の樹木の伐採だとか草刈りだとか、そういうものに関して計上させていただいていま

す。実は、今年度堤体の一部に関しましては、小さい木ですとか草木の除去ですとか、そ

ういうのは一部行っております。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に132、133ページ下段から134、135ページ上段、

目８熱水利用園芸施設費に入ります。質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に目９山村振興施設管理費、質疑ございますか。 

〇委員（斉藤優香君） 12の委託料でちゃっぷ林館の基本設計業務委託料ってあるのです

が、前年度、今年度というのかな、長寿命化計画を策定されての今回が基本設計だと思う

のですけれども、その中でこのちゃっぷ林館長寿命化、結構年数もたっている中で、これ

からどれぐらいの長さの基本設計を想定されているのかということをまず分かりましたら

教えてください。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まず、今回の調査において、結果として65年間の修繕計画、修繕費を計算したものを整

理されております。ただ、全て行ったときには今の現状でいきますと９億5,000万ぐらいか

かるというような内容できていますので、それをでは最終65年目まで全てやるのではなく

て、竣工から何年目までの分をやるかはこれからまさに決めていかなければならないのか

なと考えています。ただ、コンサルと話ししたときには10年、十数年分は基本設計の中に

盛り込んで改修をしていく必要があるだろうということで、今回の調査結果の中で健全度

評価、それから先ほど言った総合長期修繕計画出ていますので、こういったものを十分加

味しながら検討してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 65年後先までは分からないとしても、10年ぐらいはこの施設を町

民の福祉の場所として町が管理していくということでこの計画が出されていると思ってよ

ろしいでしょうか。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時５９分 

再開 午前１１時０９分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 一応町ではちゃっぷ林館の長寿命化計画に基づいて65年間維持するよう考えています。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） ちゃっぷ林館のところなのですが、37番の資料のところを見てい

ますと供用開始から28年と。今回65年間を見通した中での長寿命化を図っていくのだとい

うようなことで今回調査するわけですよね。将来的に見て、本当にこのちゃっぷ林館必要

なのでしょうかという考え方というのはあるのだろうか。というのは、人口減少する中で

65年とか、10年先でもそうなのだけれども、人口が減る中で本当にこの施設が町民に必要

なものなのかどうか、そういう判断もしなければならない時期にもう来ているのかなとは

思っているのだけれども、その辺の考え方というのは、ちゃっぷ林館ばかりではないと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時１２分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇町長（岡嶋康輔君） お答えいたします。 

 ちゃっぷ林館に関しましては、現在様々な町行政の中でも事業をやっております。町民

の福祉というところもそうですし、当然観光的な森町の魅力、駒ケ岳の周辺、そういった

要素もありますし、何より環駒エリアから、七飯のほうからも、大沼からもちゃっぷ林館

を目指してというか、サウナに入りに来ている方もいらっしゃいます。今サウナって言葉

も出したのですけれども、あの辺の水もすごくよくて、それこそサウナーと呼ばれる全道

各地の方々がちゃっぷ林館のほうにそのサウナに入りに来ていただいたりですとか、そし

て今指定管理者のほうで様々な事業、施設に関してもキャンプ場等々を運営して、さらな

る魅力化にも努めていただいております。そういった官民連携というところでの観光的な

要素、町民福祉の要素でもまだまだ可能性があると思いますし、森町内だけにかかわらず、

町外の方からもある一定の評価をいただいている施設というふうに捉えていますので、こ

れは引き続き現状を維持するというよりかは、あの施設を官民一緒になってさらなる魅力

化を図って、観光的要素、町民福祉の要素というところをもっと深めていけるものだと認

識しておりますので、引き続き修繕、そして長寿命化等は必要なものだと捉えております。 
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 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 要するにこの建物の評価の問題なのです、将来的な。というのは、

当初建てたときというのは町民の福祉の考えというか、町民の憩いの場所にするためのと

いう性格が強かったはずなのです。今町長が言っているように観光資源というものプラス

して話ししているのだなと思って、もしそうだとすれば今後先の調査設計を考えた場合に

それを加味した中での、だから目的が変わってきているわけです。例えば今日商工で取り

扱う道の駅にしてもそうなのです。全部目的が当初の目的から変わってきている。だから、

それを見越した中での調査をやっていかないと、立ち戻ったところで考えていかなければ

ならない。今町長言ったように当然観光資源としての有効活用は今後見込まれるとは私思

いますので、だからそういうことを考えて、ぜひ改修工事を検討する場合にはそれも含め

た中で考えていかないとまずいだろうと、今後。その辺今後どう考えているか、再度聞い

ておしまいにします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 先ほど町長からも答弁ありましたとおり、いろんな要素を兼ね備えている施設というふ

うに我々も捉えていますので、そういったところも業務を発注する際にはいろいろ伝えな

がら業務のほうに反映してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ここで先ほど目２農業総務費で松田委員の質問に対して農林課

のほうから答弁申し上げます。 

〇農林課長（寺澤英樹君） 先ほどの松田委員のご質問にお答えしたいと思います。 

 電気牧柵の耐用年数につきましては、国の通達で５年以上となっております。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） とすれば、もう何年になるかちょっと私覚えていないですけれど

も、この補助金をすり減らし始めて相当な数に上っていますよね。その管理というのは、

当然補助金出したところの管理になるのだろうけれども、それなりに管理されているのだ

ろうか、保存されているのかなと、その辺が５年の耐用年数だとすれば当然壊れると修繕

もしていかなければならないのだろうけれども、修繕をした場合のことも今後考えていか

なければならないのだと私は思うのです。その辺いかがでしょうか。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 まさに委員が心配している部分、実際に出てきております。発電するパネルの部分とい

いますか、太陽光のパネルの部分が相当傷んできているという話も出ていますので、今後

はそういった部分に対する修繕に関わるそういった支援も場合によってはちょっと検討を

していかなければならないなというふうに考えています。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、134、135ページ中段から136、137ページ上段、項２林業

費、目１林業総務費、質疑ございますでしょうか。 
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〇委員（山田 誠君） 熊の捕獲の部分ですけれども、最近全国的に相当頭数も増えてき

ておるということでございますけれども、うちのほうの猟友会、鹿部さんもちょっと入っ

ているようだけれども、もう少し協力体制は取れないでしょうか。というのは、防災無線

でよく朝夜は出没していますので、気をつけてくださいと。気をつけてくださいって、ど

うすれば気をつけるの。相手は熊だ、熊。だから、前のときもちょっと話したのだけれど

も、砂原の５丁目の台場で熊が発見されましたと。それはそれでいいのです。その台場で

なくて、今度沼尻の漁港に出たと。あちこち歩いているわけです、熊は。だから、そうい

うものをやっぱり徹底して捕獲するべきだと思うのです。檜山地区のほうでは、ある程度

隣接の町村が組んで、一斉にやっているのです、期間決めて。出てこないというのだ。だ

から、そういうようなことをするとか、または森町のそういう大手の会社に年間捕獲を任

せるとか、そういうことを考えていかないと、事故起きてからでは大変です。テレビでも

見ているように札幌市辺りなどは町の中も熊走って歩いているでしょう。そういうような

状況になって、けがも、何かこの前襲われたの見ましたけれども、死亡だとか、そういう

ふうになったら大変なことになる。その辺今後どういうふうに考えているのか、その視点

的なものあれば教えていただきたいなと、そう思います。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 非常に難しい問題であります。町が一方的にこうしてくれという話にもちょっとならな

い部分がございますので、猟友会さんのほうとそういった話合いの場を持ちながら、今後

の対応、体制について検討してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員（山田 誠君） 猟友会のほうと話し合って方向づけをしたいということなのだけ

れども、猟友会の方々も相当高齢化もしているわけです。だから、先ほど言ったように森

町と鹿部町と七飯町さんと組んで、何月から何月一斉に行きましょうとか、そういうのや

っていかないと、出てから、事故が起きてからではどうしようもないのです。その辺も含

めて、北海道辺りは今年相当な資金を投入して対応したいというふうに鈴木知事言ってい

ますけれども、話だけは言うのだけれども、実態が出てこない。やっぱりああいうことで

は駄目なのです。だから、その辺もう少し率先して、担当課長筆頭になって頑張って捕獲

体制をすると。 

 それと、もう一つ、鳥獣保護団体がうるさいのだ、悪いけれども。あれだけ言うのだっ

たら自分たちもやればいいという話なのだ。しゃべるだけしゃべったって駄目だ。そうい

うようなことも含めて対応策を今後十分検討してやっていただきたいと。いかがでしょう

か。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 今委員おっしゃられたとおり、その部分を十分考えながら、考慮しながら猟友会のほう

へと相談してまいりたいと考えています。 

 以上です。 
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〇委員（河野文彦君） 同じく熊のところで、最近ウクライナ、コロナ禍から一気にいろ

んなものが値上がりしていまして、例えば森で今活発に活動している方々はハーフライフ

ルで狩猟していただいているのですけれども、その方々が使っているサボット弾という弾

なのですけれども、倍になりました、値段が。１発1,000円超えてしまいました。それが実

態です。今は皆さん捕獲していただいたら交付金を交付するという形だと思うのですけれ

ども、ぜひこの交付金のほうを、実際に熊撃つ１発、２発の弾だけではなくて、技量を維

持したり、スコープの調整をしたりということで弾の消費って結構激しいのです。ですか

ら、ぜひぜひこの交付金、予算は今ここである程度の規模通ったらその中で少しでも支援

していただけるように検討していただけないかと。これは、同じところに免許の取得費用

の助成というところもありますけれども、ここもやっぱり免許を取得して、結果的に銃だ

とかロッカーだとか、そういうものの購入にも充てれる補助金だったかと思いますけれど

も、本当に銃を所持するまでに警察で貼る証紙以外は全部値上がりしています。ですから、

ぜひ新しく始める方の負担も軽減できるように協力していただきたいと思うのですけれど

も、いかがでしょう。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えします。 

 河野委員のおっしゃるとおり、現状今物価高でいろんなものが値上げしています。そう

いった意味でも現状の中でやれることはどんどんやっていきたいと思うのですが、今回北

海道のほうも、先ほど委員のほうからもお話あったとおり、熊の捕獲交付金に関しては、

熊のほうも対象になりましたので、道からの補助も出ます。町からも出しますので、そう

いった意味での捕獲交付金に関しては多少なりとも増えていくという形になるのですけれ

ども、あと先ほどの消耗品関係もやっぱり物価高で高くなっていますので、そういったこ

とも今後検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 今の同僚委員の質問に続けてという形になります。熊の捕獲につ

いて、一般質問でも一度取り上げたのですが、ここに費用がのっていますので、改めて。 

 頂いた資料に見えるとおり、ヒグマも鹿も捕獲頭数が上がっている。これは、若手の、

といっても40代ですけれども、ハンターが一生懸命に活動して、熊、鹿を捕ってくれてい

るということなのですが、その中の熊については、従来の箱わな主体で捕獲するというス

タイルから、もちろんそれもありますが、圧倒的な数が今現在は見つけて捕獲をするとい

う形になっております。既に今年も春季の管理捕獲が始まりましたけれども、これへの対

応も同様です。かつてのような穴を目当てに山を歩くというスタイルはほぼなくて、林道

を中心に畑の周りも走りながら見つけて探索をして捕る、こういうスタイルです。 

 ところが、鹿というのは、１日に２時間、朝夕それぞれ２時間回るとほぼ会えるかなと

いう頭数いますが、熊はそうではありません。一月同じように活動を続けて、要は朝夕２

時間ずつ走っても月に会える頭数というのはせいぜい２頭、３頭、よほど頑張る人でその

ぐらいです。ということは、熊を見つけるために走り回っている時間とガソリンのお金、
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先ほど費用の話もありましたが、非常に大きいと。ここを何とか支えてくれないか、また

は実績が必要だということであれば捕った熊に対してはその活動量に見合う形に値上げを

してくれないかということを一般質問の中では尋ねました。これについては、これからも

考えていくという流れになったと思うのですが、今回の予算、あるいはこれからの実行面

でその辺りの配慮を具体的に進めていただきたいと思うのですが、どうかというのをお尋

ねします。お願いします。 

〇農林課長（寺澤英樹君） お答えいたします。 

 以前野口委員のほうからそういったご質問がございました。以降猟友会のメンバーさん

が集まった場面で、まさにその費用負担の部分がありますので、実際にそういう形で、事

後でもいいのですけれども、そういう見回りに伴って発生した費用というのは当然ある程

度負担になっていると思いますので、事後でもいいので、うちのほうに連絡いただければ

うちのほうからその費用分、半日当、一日日当、いずれかをお支払いするということでお

伝えしていますので、引き続きそういった取扱いで進めてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 今の点とても大事なところで、私の比較的近い人たちは必ずしも

そういうふうに理解をしていませんでしたけれども、今大変力強い答えもいただきました

から、ぜひ活用しながら、頑張ってくれるようにしたいなと思います。特に今警察庁が使

える銃器の規制を強めるという動きもしていまして、いろんな事件があったからと言いま

すけれども、必ずしもそうではない。ただ単純にハーフライフルを規制する。つまり私た

ちが今持っているものまでは手を広げないと言っていますが、これから取得する人につい

ては特別の警察のさじ加減がないと持てなくなる、あるいはハーフライフルもアメリカか

ら輸入するときに全長にわたるライフリングを半分に削って使わせるということを今、要

は性能を落としているのですけれども、これを５分の１にするようなこともやっている。

やる気をそぐようなことばかり国がやろうとしているので、そういう中でぜひハンターを

支えてやっていただきたい。よろしくお願いします。 

〇委員長（伊藤 昇君） 今のは要望でしょうか。 

〇委員（野口周治君） すみません。ルール違反でごめんなさい。 

〇委員長（伊藤 昇君） そして、要りませんね、答弁も。 

〇委員（野口周治君） 結構です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に136、137ページ上段から138、139ページ上段、

目２林業振興費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（河野文彦君） 委託料の高耐久壁開発業務委託というのは、具体的にどちらにど

のような業務を委託して、どのような内容のことをするのかお願いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 
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 この委託料ですけれども、林産試験場に委託しまして、研究開発する費用になっており

ます。具体的な内容なのですけれども、これまで森町モデル推進協議会の中で開発しまし

た平行弦トラスというのがあるのですけれども、その平行弦トラスを応用しまして壁に利

用したらいいのではないかというところで委員の中で話が上がりまして、その平行弦トラ

スを壁にした形で高耐久壁を研究開発しましょうという流れになっています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 今の委託料のところの栗公園なのですけれども、この栗公園はあ

そこの野球場の上のところの栗公園のことを指していますか。それで、お尋ねしたいので

すけれども、この栗公園の保育管理業務で、建設課なのですけれども、ここの下草刈りと

いうのは建設課でやっていたと思うのですけれども、今年度その予算が入っていなかった

のです。この保育の中にその下草刈りも含まれてやられるということなのでしょうか。 

〇農林課参事（佐藤 司君） 委員おっしゃるとおり、下草刈りの費用入っております。

これまで建設課のほうでやっていたものを全て農林課で引き継ぐという形でやっていくこ

とになっております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 本当にこれちゃんと管理していた頃はとっても栗がいっぱいなっ

て、町民の憩いの場になっていたのですけれども、今はもう荒れ果てて、栗があることに

よって熊の出没もあって、熊危険、危険という看板ばかりになってしまっているので、ぜ

ひこれは力を入れてやり直すというか、公園整備していただいて、町民の憩いの場にして

いただきたいと思っていますので、その辺り年に何回、前建設課は年に２回の下草刈りみ

たいなお話で、あと面積が広過ぎてできないというようなお話もいただいていたと思うの

ですが、その辺りの管理の方法はどういうふうになっているのかお願いします。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午前１１時３５分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 草刈りに関しては年に１回になっております。それで、枝とか、そういったものを清掃

するというか、取り払うというのがあるのですけれども、それが５年に１度で、面積を0.5

ヘクタールずつ５年間に１度やるという形になっております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 年に２回でも足りないなと思ったぐらいなのですけれども、今度

はもう年に１回になるということは、やっぱりもう町民が栗を取りに気軽に入れる形には

ならないということ、枝払いも５年に１度ということであれば、ちょっと木の伐採の期間
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というのは分からないのですけれども、本当に憩いの場に戻していただけるのかなと思っ

て、今回よかったなと思ったのですけれども、これだと後退していくような気がして、１

年ごと順繰りいくのであれば、この公園をどうしようと思っているのかって、町として。

ただそのままに何となくあればいいと思っているのか、それともきちっと町民が楽しめる

公園に戻そうと思っているのか、そしてまた下草刈りをするというのはとっても熊対策、

先ほどの熊対策の話でもとっても重要なことだと思って、あそこは学校も近いですし、熊

が出ましたという放送もよく入る場所だと思いますので、その辺りはもうちょっと力を入

れて、シーズンになったら２か月に１遍でも草を刈っていかないと熊はどんどん出てくる

ような気がするのですけれども、お願いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 今斉藤委員がおっしゃるとおり、熊対策も含めて現状をしっかり鑑みながら、補正対応

も含めて考えていきたいと思っています。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 造林保育事業が上がっていますが、造林について、この資料を見

ると基本的に大きなバランスとしては伐採量見合いで造林をしていく、つまり現状の資源

量を長期的に維持するような考え方に立っていると思うのですが、片方で皆伐地が随分た

くさん残っている。適地、不適地もあるのでしょう。でも、たくさん残っていて、駒ケ岳

を見てもそのとおりですし、ほかでも同じ。今漁業資源なんかにも絡んで、あるいはグリ

ーンという視点で考えても緑をつくっていくこと自体はとても大事、これは一般論ですよ

ね。その中で、ではどれだけの金をかけて、どこまでこういう事業を進めるのかというこ

とはとても大事。そういうバランスを変えていく考え方が必要ではないかと思うのですが、

今回の計画をするに当たって延長上のイーブンバランスなのか、バランスを変えることも

考えた上でこういうことになっているのかということを教えてください。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 まず、林業の施策ですけれども、基本的には５年に１度の森林経営計画という計画に基

づいて振興のほうを図っております。そういった中で、ちょうど今年度が樹立年、５年の

初めの樹立年でありまして、今まで森町の森林経営計画では皆伐というのを行ってこなか

ったという歴史があります。そういった中で、今年度から皆伐をやっていくということで

経営計画のほうにはのせています。というのは、町有林の伐期齢がかなり高齢化している

というのがありまして、特にカラマツが高齢級化しております。そういった形でカラマツ

を早く更新して、新しいものを植えて、そして循環させていかなければいけないというこ

とから、間伐ではなくて皆伐のほうに踏み切っております。ですので、将来的に見てもそ

ういった高齢級化のものをできるだけ早くなくして、若木のほうを増やしていくという方

向性に今なっております。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） ありがとうございます。バランスについて一面が分かったのです



 - 91 - 

が、もう一つ踏み込んだところで今の伐期齢というお話がありましたが、先日教えてもら

ったところではこれから大変な量の適齢にかかる木が、もう少し予測含みで言えば本当に

切れるのか、それを生かせるのかというぐらいたくさんある。でも、これは切らなければ

いけない。なぜかというと、カラマツというのは50年を過ぎてくると価値がどんどん落ち

ていくし、危険にもなるはずです、山として。そういうバランスをどう変えるかというと

きに、これからたくさん切るのであれば早いうちにたくさん植えるようにしていかないと

追いつかなくなる。空白地が増えていくということになると思うのです。そう考えると、

計画の在り方というのはこれから先に向こう10年、あるいはそれから先まで含めて大量に

伐期を迎えて、手をつけるのであればそれに見合う以上のことをやらないと資源量は増え

ないということだと思うのです。そこまで盛り込まれているのかどうかと。もし入ってい

ないのであれば、そこをどうするお考えなのかを教えてください。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 非常に大事なところではあると思います。ですので、まず皆伐を行った際は、必ずその

次の年には木を同じ場所に植えるという計画にはなっています。ですが、最終的に切った

分は植えていくという形になるのですけれども、いわゆる森林の平準化と言われるのです

けれども、バランス、それがいい状況になるかというと、まだまだやらなければいけない

ことたくさんあると思っています。ですので、木が生えていなくて、空き地になっている

場所とかも結構ありますので、ですがそこを現地調査をしないと分からないのです。なの

で、そういったところも含めてこの経営計画というのもしっかりつくり込んでいきたいと

いうふうなことを考えております。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 譲与税も始まって、資金面の裏づけもある意味でき始めていると

思うのです。であるし、全然違うビジネスの観点での炭素税がとかいう、そういう絡みの

問題もある。そういう中で力を入れるなら今なのではないかと。もう一つ、人的資源の面

からいうと、今これをやらないとこれから先やろうと思っても非常に難しい時代が来るの

ではないかと私は懸念をしています。そうすると、前倒しでどんどん早めにやる発想でや

らないと追いつけなくなる、そういう問題の質がここにあるのではないかと思うのですが、

いかがですか。対応策も含めてもう一度お願いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） 非常に難しい問題でもあると思います。まず最初に、木を

基本的に切りますと、その切った先のことも含めて考えないといけないというのがありま

すので、そういったはけ先のほうも一緒に考えていかなければいけないと思いますので、

木を植えるイコールその後の植えた後のことも含めて全体的に考えなければいけないとい

うのはありますので、まずそういったところも含めて検討していきたいとは思っています。 

 今後一番今検討しているところでいきますと、Ｊ―クレジットの関係で、この後の森林

環境譲与税になるのですけれども、その中で航空レーザーを使って森林の状況を確認しま

す。その状況を確認した中で、多分森林調査簿というのが一応どこに何をこのぐらい植え
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ているというのが分かる調査簿になっているのですけれども、それと実態が結構かけ離れ

ているというのが現状で分かっている部分があります。ですので、航空レーザーを使って

現状をしっかり把握する。本当にここにこの木が生えていて、このぐらいの量があるのか

というのを現状を把握した上で、そしてそれから見通しをしっかり考えていければいいか

なというふうに考えています。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 18の負担金なのですけれども、地域おこし協力隊の活動支援に補

助金が出ていますが、その活動内容を教えていただきたいというのと、あとこれも別件な

のですが、森町モデル推進協議会の補助金が出ています。取りあえず、取りあえずという

か、令和５年までの計画は以前いただいて、ここまではいったと思います。令和６年から

のというのがこの施設整備だけになっているのですけれども、これは一体これから何をど

うしていこうとしているのかというのを教えてください。 

〇農林課参事（佐藤 司君） まず、地域おこし協力隊の負担金でありますけれども、地

域おこし協力隊の負担金というのは委託型の地域おこし協力隊という隊員がいまして、今

現状で３人います。その継続の３名分と、１名新規で雇おうと思っていますので、全部で

４名分の地域おこし協力隊の活動費200万ってなっています。ですが、来年度の10月で１人

任期満了する隊員がいますので、その方の分が７か月分の活動費となっていますので、ち

ょっと計算が合わなくなっていると思うのですけれども、一応活動費として４名分の予算

を計上しているということになります。 

 続きまして、森町モデルの負担金のお話だったと思うのですけれども、この負担金には

東京電機大学の先ほど河野委員からもちょっとご質問にあった話なのですけれども、高耐

力の壁の研究するに当たりまして林産試験場では強度試験を主に行いまして、それで東京

電機大学のほうには構造、要は構造解析がメインとなってやってもらう研究費用になって

おります。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） それでは、これからの森町モデルというのの事業概要をまた新た

につくっていって、これからどういうふうに持っていくのか。多分やっていくうちに変わ

っていくことってあったと思うのです。これからこれを継続していくには、ではどういう

ふうに持っていって、何が最終的になるのかというのをきちっと出していただかないと、

その都度その都度トラスにしてみたり、今度壁にしてみたり、では次は何でというふうに、

どこまでが森町モデルとしてやっていくのかというところも大切な部分だと思うのです。

前はすごく分かりやすいこういう推進協議会がこの先やっていくことというのをつくって

いただいたと思うのですけれども、その計画が一応５年までで、６年からは新しいことが

始まるというところで、やはり計画を立てて、こういうことはやっていって、町民に見え

る形というのがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えをいたします。 
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 森町モデル推進協議会の事業ですけれども、おっしゃるとおり、国の補助金が今年度ま

でなので、３年間の事業ということで今年で終わりになっています。継続しまして来年度

も引き続き事業のほうを行っていくのですけれども、その大きな中身は実験棟というのを

建設していくということになっています。その実験棟というのは、この後国交省の補助事

業でありますサステナブル建築物等先導事業という中身で木造実験棟という補助事業があ

ります。ですので、森町モデル推進協議会のほうで開発をしましたトラス、平行弦トラス

と調弦ばりというのが開発されているのですけれども、それと来年度検討しています壁の

ほう、この３つを併せた形で森町実験棟というのを建設していきたいというふうに考えて

います。もちろんただ実験棟を建てるだけというだけではなくて、これは今年度４回ワー

クショップを開催しまして、町民がどういうふうなものを望んでいるのかというのを含め

て、ある程度具体的に方向性が見えてきたというところもありますので、町民の利用も含

めた形の実験棟というのを建てていきたいというふうに考えています。今回資料等もつけ

ていなくて分かりづらいというか、内容が分からないということかと思うのですけれども、

先ほどちょっとお話ししたとおり、国交省の補助金をまずこれは狙いに行こうというふう

に考えていますので、その際には採択された際にはしっかり議員の皆さんにご説明して、

以降の事業のほうをお話をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 調査されてつくる、国のあれだからと言うのかもしれませんけれ

ども、やはり建てることが目的になっている事業ではないかなと思って、その後町民に使

っていただくとはいえ、町で管理するに当たってのその先の誰が管理するのかとか、では

光熱費はどうするのだとか、いろんな問題がそこには生じてくると思うのです。そういう

こともきちっと、建てることだけで、あとは知りませんって、誰かが管理してくださいと

か、町民でこういうものをつくりたいというワークショップはやられたと思うのですけれ

ども、それが本当に町民が使えるものになるのかというところももう一度新しく計画する

に当たっては考えていかなければならない問題があるのではないかなと思いますので、そ

こも含めて来年度計画に考えていっていただきたいなと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 もちろん建てることが目的ではなくて、建てた後のことも含めて検討していきたいとい

うふうに考えておりますので、それらも含めて改めてご説明差し上げたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） １点だけなのですが、地域おこし協力隊のことなのです。先ほど

の説明だと、今年１名追加して４名分になるのだという形で話はしているのですが、今ま

で過去ほかの課でもやっているわけですよね。うまくいっていないというか、苦労してい

るという話はこの前も出ているので、さらに今日午後からになるだろうけれども、商工の
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観光のほうでも１人確保しようとしているわけですよね。すんなり１名って確保できるも

のなのですか。 

 それと、長年やっているから、そのつながりもあるのだろうけれども、そのノウハウと

いうのは持っているのかなと、農林課はというふうには思ったりもしています。それで、

実際に４名の活動内容というところが見てこないのです。それはいろんなところの方の、

議員の人も言っているのですが、そういう印象はどうしても持っている。それは農林課も

同じで、４名の具体的な仕事の内容、それを今ここで全て言えというのも無理だと思うの

で、後でまとめて出していただければ助かるなと思うのですが、それも含めていかがです

か。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 まず、地域おこし協力隊の来年度１名確保できるのかというお話だと思うのですけれど

も、これは確かにすごく難しい、難しいというか、一般応募、全国応募でやりますので、

どんな人が来るのかというのも含めて、それは本当応募してみないと分からないという状

況であります。ですが、農林課のほうの地域おこし協力隊の場合は、木材という、そのキ

ットを開発するとか、ある程度しっかり何をやってもらうかは指示していますし、そして

イロモリという施設のほうもありますので、そういった意味である程度本当にやりたいと

思う人たちが応募してくれるということがありますので、その辺では少しほかのところと

は違うところがあるのかなというふうに思います。 

 あと、活動内容がちょっと見えないというお話なのですけれども、これは地域の人たち

とある部分では本当にいつも接する方たちにはよく分かっていただいているところもある

と思うのですけれども、広く一般というという形になると、委員のおっしゃるとおり、ま

だまだ浸透していないかと思います。ですので、定期的に年に１回なり、半年に１回なり、

こういった報告会みたいなのは本当にしたいというふうに考えております。ですので、活

動内容は、彼らそれぞれがどんな活動をしているのかというのはそれぞれ違いますので、

そういった意味でもしっかりそういった形は取っていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 あと、活動内容の資料のほうは、先日総務経済委員会のほうで出した資料がありますの

で、それをまたお渡ししたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。いいですね。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目３林道事業費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（河野文彦君） 今回補修ということで建設機械の借り上げ等２つ予算上げられて

いるのですけれども、現在の林道、町林道ですか、の中で例えば路肩の欠損等で通行止め

になっている区間ってどれぐらいあるか、全くないならないって教えていただけるなら。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時５６分 

再開 午前１１時５６分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 通行止めはしないで今のところは事業のほうを行っていく予定になっています。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 私も山に入ることがちょくちょくありまして、林道歩いていて、

正直言ってここが営林署の林道なのか、町の林道なのか、町の林道看板ついていれば分か

るところもあるのですけれども、結構雨降った後なんかは道路が傷んで通行止めになって、

補修に時間かかっているというようなところもあるようですので、今回は大きく傷んだと

ころがないので、予算が小さいよということなのでしょうけれども、結構事前に対策して

おくというところも大切だと思うのです。ちょっと名前分からないけれども、何かゴムの

マットみたいなのを置いて、水が走らないように路肩に逃がしたりするような簡単なもの

もあるようですので、そういう予防的な部分も併せて必要かなと思うのですけれども、い

かがですか。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 現状では補修と修繕という費用だけしか確かにのっていないと思いますので、今後は定

期的なパトロールをしっかりした上で、毎回同じような場所が洗掘になる場所というのが

あるかと思いますので、そういったところは集中的にならないようなことも含めて検討し

ていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に138、139ページ上段から140、141ページ上段、

目４森林環境事業費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（松田兼宗君） 141ページの森林環境譲与税基金積立金が来年度は884万4,000円と

いう計上をしています。もう３年、４年たつ、５年ぐらいたつのかな、譲与税の問題に関

しては。トータルで5,000万近くになるのだと私見ているのですが、これの目的というか、

ただ積立金を積んでいるだけ、何か目的があってやっているのでしょうか。 

 それと、ほかの町ではこの森林環境譲与税の問題に関しては、結構使うのに苦労してい

るという話をよく耳にしています。そして、森町の場合は、結構これをうまく利用して事

業をいろいろやっているのだと私は認識しているのですが、どうしてもまだ使い切れてい

ない部分があるとすれば、今後は新たな事業を考えていかなければならないのだと私思っ

ているのですけれども、いかがですか、その辺。 
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〇農林課参事（佐藤 司君） 森町の森林環境譲与税の積立金が残っているというのは、

先ほどちょっと森町モデルの実験棟のお話がありましたけれども、まず3,000万という補助

金を狙いに行くのですけれども、プラスどうしてもやっぱり多くかかるだろうという予想

はしています。そういった中で、木造の実験棟を建てる分を足りない分をここで充当して

いきたいというふうに考えております。ですので、木造公共施設整備に活用していくとい

うことを検討しております。 

 あと、今後森町の森林環境譲与税の活用ですけれども、担い手育成というところに力を

入れてやってきております。ですが、森林の整備のほうにもこれから力を入れていきたい

と思っています。そういった中で、森林所有者の意向調査というのを行っていまして、そ

の意向調査の中身で町に森林を寄附したいとおっしゃっている方とか、あとは森林組合さ

んのほうに森林経営計画に入りたいという方たちもいらっしゃいますので、そういった方

たちの間伐ないし保育的な事業をこの森林環境譲与税を使ってやっていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） トータルで幾らになるのですか、今回800万積んで、予定としては。 

〇農林課参事（佐藤 司君） 今現状で令和５年度現在で3,900万ぐらい積立金としてあり

ます。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 12の委託料の地域林政アドバイザー業務委託料なのですけれども、

これ多分カーボンクレジットに関する委託でしたか。それが倍になっているのではないか

なと思って、その理由、カーボンクレジットなのか、そこをお願いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 地域林政アドバイザーの委託費ですけれども、これはＪ―クレジットの関係ではなくて、

地域林政アドバイザーという形で地域の森林のことを詳しい方を委託しまして、月に２回

程度そういうアドバイスを受けるという形になっています。主に、先ほどちょっとお話し

させていただいたのですけれども、森林所有者の意向調査、現地で面会して、意向を確認

するということなのですけれども、そこのときに一緒に同行していただいてアドバイスい

ただいているという取組になっています。金額については、昨年度120万のところ今年は90

万に値段下がっていますので、それは内容に応じて金額のほうを補正しているという形に

なります。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 同じく委託料の木炭を活用した水質浄化なのですけれども、私以

前にも、今はちゃっぷ林館横の河川で行われていて、大変効果が現れて、見えなくなって

いたザリガニが戻ってきたなんていうお話も聞いていて、大変すばらしい事業だなと思っ

ていて、今のちゃっぷ林館だけではなくて、ほかの場所、ほかのところでも行ってはどう

かというお話は以前ほかの場面でもしていたかと思うのですけれども、今回の予算ではど
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ういった箇所を事業として行う予定をしているかお願いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） 場所については、同じくちゃっぷ林館のところでやらせて

いただこうというふうに考えております。ですが、昨年度よりも金額を少し上げています。

これは、今物価高の関係もあるので、木炭の金額をちょっと上げているということと、今

年までは駒ケ岳小学校の児童を対象にして森林環境教育と併せた形でやったのですけれど

も、今年度３月いっぱいで閉校になりましたので、来年度はさわら小学校、中学校のどち

らかで、木炭の今授業をやっていますので、そういったところと兼ね合わせながら、この

事業のほうは継続していきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 昨年と同じ箇所１か所のみというような答弁でした。これ炭使う

わけですから、生産者との調整がまず第一で、たくさんやりたいといっても作れませんと

いったらどうしようもない話ですので、その辺生産者の方と協議して、ぜひほかの箇所に

もやってもらいたいなと思うのです。大変効果があるし、それを今度いろんな形でＰＲす

ることによって森町の炭のすばらしさというのを広めていくことができるのかなと。僕の

認識だと全道一の生産量を誇る森町だったのですけれども、今は大分順位が変わってきて

しまったのかな、まだ１位なのかな。ぜひこの森町の誇る炭の生産を盛り上げるためにも、

こういった事業はより拡大する必要があるのではないのかなと思うのですけれども、お願

いします。 

〇農林課参事（佐藤 司君） 河野委員のおっしゃるとおり、森町の木炭生産者と話し合

いながら、新たな場所も含めて検討していきたいと思うのですけれども、今年度に限って

は全道的に木炭の生産量がすごく落ちまして、その落ちた分が森町の木炭というところに

発注が結構来まして、生産者もかなり忙しく、在庫もなくなってという状況がありました。

そういった中で今回のちゃっぷ林館の木炭の投入も若干遅れたという状況もありますの

で、そういったこと含めて生産者としっかり話し合いながら、次年度の方向性も考えてい

きたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（河野 淳君） 旅費でちょっと確認しようと思ったのですけれども、１件ずつの

増減要因聞いてもしようがないのかなと思いまして、森林環境税自体はたしか１人1,000

円くらい年間税として取られていて、その分譲与税として町に入ってきた分見合い個々の

事業で使われていると思います。目的税なので、毎年林野庁にたしか事業報告されている

と思うのですけれども、ちょっと私も調べが浅いのですけれども、二酸化炭素の削減を目

的を循環型の森林環境整備をするということで当初私たちから税金取っているのですけれ

ども、どうしてもその事業概要、今令和３年のを公表されていると思うのですけれども、

それがどうやって二酸化炭素の削減とか循環型の森林環境整備に結びつくかというのがち

ょっと分かりづらいものが多いので、個別に聞いてもしようがないのだろうなというのが

あったのです。かなりの金額使うので、もちろん事業の効果ですとか、どういうことを目
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的にやっているかということが多分あると思いますので、例えばＫＰＩですとか、効果の

目的が分かるような資料を出していただけないと個別のことのいい、悪いという判断には

ならないと思いますので、その辺どうお考えになっていますか。 

〇農林課参事（佐藤 司君） お答えいたします。 

 林野庁のほうに毎年森林環境譲与税の使途は公表しなさいというふうになっていますの

で、毎年ホームページ上で公開はしております。ただ、河野委員のおっしゃるとおり、Ｋ

ＰＩとか、そういったところまでは求めておりませんので、何の事業に幾ら使いましたか

というところだけなので、その辺の事業効果については別途検討していきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、暫時休憩します。昼食のため午後１時半まで休憩い

たします。 

 

休憩 午後 ０時１０分 

再開 午後 １時３０分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に、140、141ページ、項３水産業費に入ります。140、141ページ中段から142、143ペ

ージ中段、項３水産業費、目１水産業総務費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（松田兼宗君） １点だけ聞きたいのですが、141の北海道さけ・ます増殖事業協会

負担金と次のページの143ページの渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金142万って計上

しているのですが、年々サケ、マスの漁獲量が、回帰率が減っているのだという認識です

よね。とすれば、当然それに対応する形での新たな事業なり、対策というのは講じられな

ければならないのだと私としては思うのだけれども、実際問題として町単独では無理な話

ですよね。結局協会にお願いしないと、こういう増殖を例えば放流数を増やしてくれとか

という要望というのは上げているものなのでしょうか。そして、実情がこうだからという、

対応策ってすぐには効果というのが分かるわけではないのだけれども、その辺いかがなの

ですか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 松田委員おっしゃるように、ここ数年来サケの漁獲量というのは物すごく減少している

状況にございます。そういった中で、渡島のさけ・ます増協といたしまして何とか現状の

規模を、放流する規模だとかを維持していくためにここ数年来負担金が上がってきている

状況にございます。とはいえ、5,000万の渡島の増協として不足が生じる中、自助努力で

1,000万と、あと漁業者への負担金として2,000万、あと周辺自治体へ2,000万の負担割合を
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求められているところでございますが、なかなか回帰率が上がってこない状況でございま

すので、森地区につきましても放流数が減少したりですとかというような状況にございま

す。それに対して要望はしてはあるのですけれども、なかなかやはり戻ってくるものが少

ないものですから、増協といたしましても回帰率の高い稚魚をつくるですとか、そういっ

たほうに転換している状況で、結果はこれから出てくるものと推察しております。 

 以上でございます。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目２水産業振興費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（山田 誠君） 143の資源増大対策事業補助金701万1,000円ありますけれども、こ

れ森漁協さんと砂原漁協の分でありますけれども、もう少し事業費の拡大図って、もう少

し漁師の方々に期待とあれを寄せるような政策をすべきだと思うのです。これであればち

ょっと少な過ぎるのではないかなと私は思うのです。例えばホタテの部分の90人とか、森

もそうなのですけれども、少し少な過ぎる。事業者の割に少な過ぎると思うのです、事業

量が。 

 それで、何か話聞くと、森も砂原のほうも階層区分を行っていないわけです。だから、

その部分をきちっとした対応で、これは浅海養殖だよ、海養殖の部分ですよというような

ことをきちっと漁協さんにも選択させるようにして、もう少し町のほうでも、これ森町の

重大産業の一つですから、加工屋さんもいるし、それの出面さん、女工さん方も多いわけ

だから、森町の経済の大の柱ですから、その辺も含めてもう少し検討課題にして進めてい

ただければなと思うのですが、いかがですか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 山田委員おっしゃるように確かに資源増大事業といたしまして700万計上してございま

すけれども、当然これは漁協も負担が伴う話でございますので、事業費の規模については

今後両漁協と検討しながら、拡大等について検討してまいりたいと思います。 

 それとは別に、投石と同様の効果のありますサステナブルチャレンジ事業、昨年度から

着手してございまして、これについては投石のイメージで考えますと両地区に投石がさら

にプラス４か所ずつ今増えている状況にもございますので、そういった部分で資源の増大

等に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇委員（山田 誠君） それと、私一番心配しているのは、どこの漁協さんもそうなので

すけれども、最近特に海水の状況が変わって、環境が変わってきていると。南で取れるも

のが北海道で取れてみたり、様々な変化が起きているわけです。そういう部分も含めて、

やはり相当な地場の産業の拡大を図っていかないと駄目かなと。水産課長も知っているよ

うに、猿払辺りは町の予算の２分の１を投入した経緯があるわけ。今の状況見てごらん。

もう裕福で裕福で仕方ないわけです。そういうようなことを念頭に入れて、自分の前浜、
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増養殖を含めて、漁師の方々の経済向上のためにやっぱり尽くしていくべきだろうと私は

思いますけれども、再度お願いを申し上げます。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 まさに当町基幹産業は漁業でございまして、漁業なくして地域の経済が成り立たないよ

うな地域でございます。そういった状況にありますので、先ほど申しましたような藻場の

回復を目指したサステナブルチャレンジ事業というものに昨年度から取り組んでございま

すし、また事務レベルではありますけれども、両漁協の専務と私のほうで新たな漁業とい

いますか、港内を活用した新たな蓄養漁業ですとか陸上養殖といった話も今徐々にし始め

ている状況にございます。何とか漁業を衰退することのないような政策を今後も検討して

まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇委員（松田兼宗君） 今の資源増大事業との絡みなのですが、費用対効果の問題で、効

果があって資源が増加したよという批評というのか、そういうのってどこではかるのです

か。金額なのですか、それとも量なのだろうか。というのは、最近ナマコの密漁の問題が

大きくニュースでやっていて、そういう部分もあるとすれば資源を増殖しても、取られて

いるわけです、せっかく増殖しているにもかかわらず。とすれば、その問題も考えなけれ

ばならないのだろうけれども、それ以上にどこで資源が本当に増加したよというふうな判

断するのかって、その辺教えてください。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 ナマコの放流ですとかいろいろ行っておりますけれども、どうしても追跡調査できない

魚種でございますので、明確にビーバイシー、費用対効果というのはなかなか出てきにく

いものではあります。とはいえ、両漁協とも継続して取り組んでいるということは、やは

り放流しているからこそ現在の漁獲量が確保されているという認識の下、取り組んでいる

事業でございます。 

 以上でございます。 

〇委員（松田兼宗君） 別なところで、今度サステナブルチャレンジ事業の負担金のとこ

ろなのですが、資料ナンバーでいうと42番ですか。これ見ると、設置内訳を見ると４種類

あるわけです、写真で見る中の。バッグとロックとボックス、ブロックとあるのだけれど

も、ボックスの部分が今回この部分に入っていないのです。それはなぜなのかなというふ

うに思ったので、それをお聞きしたいのと、あと去年からやり始めていて、今回1,200万予

算取ったのですが、見込みとしては去年やった成果というのはもうある程度現れていると

いうふうな認識でいいのですか。だから、1,200万投入するのだという考えでいいのでしょ

うか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 ちょっと資料が分かりづらくて恐縮なのですけれども、ビバリーボックスについては令

和４年度も設置はしてございません。こちらの日本製鉄の製品の中でビバリーボックスが
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あるということで、場合によってはビバリーブロックの下にビバリーボックスにビバリー

ロックを入れて設置するというような方法もありますけれども、今現在当町の海域ではそ

こまで至っておりません。 

 成果でございますけれども、詳しい成果につきましては令和６年度に実際に日本製鉄さ

んに潜水調査等々を行っていただいて、成果を確認したいと思っているところでございま

す。ただ、漁業者がその周辺海域を操業した際には、確かにブロック、ロック類に何か緑

のものがついているというようなお話も聞いていますので、着実に効果は出てきているも

のかなと考えております。この継続性でございますけれども、やはり藻場の回復というの

は一朝一夕では回復できないと思っておりますので、当面こういったものを継続してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇委員（河野文彦君） 資源増大とサステナブルチャレンジにも関わってくるのかと思う

のですけれども、資源増大させるためには蓄磯といいますか、稚魚の放流だったり、あと

盛んに行われている昆布石の投石ですか。同僚委員からもありましたように、投石量がち

ょっと少ないのかなというふうに毎年感じるのです。以前森の海岸は、豊かな昆布わらと

いうか、磯が大変よくて、それに付随していろんな資源が増大していったという経緯があ

ったと思います。それは、以前にやっぱり大規模な投石事業が行われてきたというのがそ

の要因かなと思う中で、当時やったものが大分砂に埋まっているというところで、やはり

新たにどんどん投石していくというのがこの磯を維持するためには必要なのかなというふ

うに思います。そう考えると、やはり現在の施工量だとちょっと不足ぎみなのかなという

ところもありますので、改めて今後より一層の投石事業というのが必要なのかなと思うの

ですけれども、まずお願いします。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 投石事業につきましては、昔は河野委員おっしゃるように国の補助事業で相当大規模に

行っていた経緯ございます。ただ、それが補助事業が廃止となりまして、町の単費で、両

漁協と協力し合いながら現在事業に着手している状況でございまして、１か所のイメージ

といたしましては、15メートルの15メートルの高さ１メートル程度のボリュームしか投石

できていないような状況にございます。とはいえ、先ほど言いましたように費用負担の問

題ですとか、またその周辺を漁場にしている別の漁業との兼ね合いもございますので、事

業量、ボリュームにつきましては今後も継続課題として両漁協と進めてまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

〇委員（河野文彦君） そういった中で、昨年から始まったサステナブルチャレンジ事業

というのは、まだ投石してから１年経過していない状態かと思いますので、結果が現れる

のはもう少しかかるのかなというふうには思っていますけれども、ただよその地域でも実

績がある事業ですので、継続して行うことが大事かなというふうに思って見ている中で、
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ちょっと確認させてほしいのですけれども、1,200万円の今回事業予算ということなのです

けれども、今回の予定数量の全てを賄っているのが1,200万なのですか。というのは、昨年

日鉄さんのほうから大分支援をいただきながら事業を行ったと思うのです。だから、今年

も日鉄さんのほうの支援というのはどういう規模で投入されてくるのか、その辺もしよか

ったらお願いします。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 サステナブルチャレンジ事業の費用負担の区分でございますけれども、当然令和６年度

も日本製鉄さんが行いますビバリーロック、ビバリーバッグの代金及び投入に係る費用に

ついては日本製鉄さんで負担していただくものでございます。ただ、うちの課題でもあり

ます貝殻を練り込んだものにつきましては、当町からのお願い事でございますので、それ

については地元で、森町で負担してくださいということで今回1,200万を計上しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

〇委員（河野文彦君） 別な項目でお願いします。未利用資源活用試験事業です。昨年ま

で行われて、継続事業ということなのですけれども、概要でもいいので、もし成果といい

ますか、その辺がどれぐらい現れていて、それで今年度これぐらいの規模でまた継続した

いというようなところをお知らせ願えますか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 令和５年度で３年目になります未利用資源でございますけれども、要は空ウニの蓄養を

陸上で行って、実入りをよくさせるというような事業でございますけれども、年変動もご

ざいまして、生残率でいきますと陸上に上げたものが大体50％が生存しておりまして、実

入りにつきましてはこれも非常に年変動が激しいのですけれども、大体収容時に３％ぐら

いだったものがいい年だと10％を超えたりですとか、去年あたりだと８％、９％あたりと。

まだちょっと試験段階等々のデータ取りもしているような状況ですので、その辺も精査し

ながら、令和６年度漁協に対しては指導してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇委員（河野文彦君） その年ですとか、いろんな条件によってやっぱり変動大きい中で、

今まで行われなかったことをチャレンジして行っているわけですから、いろいろよかった

こと、悪かったことあるかなとは思っています。 

 ただ、予算規模を見ますと、以前より大分縮小になっているのかな。大分餌なんかで変

わる要素が大きいみたいですので、その辺漁協さんとの協議の上でしょうけれども、必要

な部分があれば新たな餌を導入してみるですとか、そういったところも重要かなと思いま

す。同じことを繰り返していれば同じ結果しか得られないかもしれないのですけれども、

例えば餌一つ取っても今まで使っていないような、もしかしたら今までよりコストかかる

かもしれないのですけれども、やっぱりそこは試験ということですので、ある程度かかる

ものはかけて、それ以上の結果を出せればいいと思いますので、その辺を柔軟に今後も続
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けていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 現在行っているウニの蓄養でございますけれども、実は買取り先が決まってございまし

て、そこの会社が共同開発した餌を今使いながら試験に取り組んでおりまして、それだか

らこそ高く買ってもらえるというようなメリットもございます。当然試験に取り組む中で

改善点等々これからまだ出てくるかと思いますので、その辺も見据えながら、よりよいも

のにしていければと考えております。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に144、145ページ上段、目３水産施設管理費、質

疑ございますでしょうか。 

〇委員（千葉圭一君） 節12のホタテ貝殻試験処理業務委託料についてお尋ねします。 

 この目的がセメント原料等としてホタテ貝殻の定量的な混合が可能かどうかの試験処理

を行うということで書いてありますけれども、来年度この１年間でこの処理の結果、試験

の結果が出るのでしょうか、それともまたこの約7,400万の業務委託料が再来年度も２年も

３年も続くのでしょうか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 ホタテ貝殻の試験処理でございますけれども、試験結果といいますか、私どもの捉えと

いたしましては、現在１万2,000トンホタテが入ってくる中で、それが全量はけるまでは試

験処理というような扱いで行っております。太平洋セメントにおきましては、一定程度製

品化する分には入れても問題ないというような結果はいただいておりますけれども、繰り

返しになりますけれども、数量はけるまでは試験処理という扱いで行っております。 

 これにつきましては、令和４年度から議会のご理解を得ながら、この間着手してきてご

ざいます。我々もこれが果たしていいのかどうかというようなこともありまして、令和４

年度あたりから担当を中心に北海道に行って財源を探してきたりですとか、また新たな出

口を探すということで、令和６年度から、予定ではありますけれども、太平洋セメントよ

りも安い値段で処理できる、さらに太平洋セメントよりも数量の多い5,000トン程度を処理

してくれるようなところも今交渉中でございます。さらには、もう一件ございまして、将

来的には数千トン程度有価として買いたいというようなお話もいただいておりますので、

何とか早期に１万2,000トン処理できる方法を確立させたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇委員（松田兼宗君） 今のホタテのところなのですが、不思議に思ったのは今回も混合

が可能かどうかの試験処理を行うという書き方しているものですから、もう何年も前から

やっていますよね、セメントの混合したという形で。とすれば、このノウハウというのは、

混ぜて特に問題はないのだということはもうセメント会社のほうでは確立しているわけで
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すよね。とすれば、あとそれを流通にどうやって乗せるかの問題というのは、町というよ

りも、こっちの問題というよりも業界というか、そちらの建設業界の問題になってくるの

かなと思ったりもするのだけれども、あくまでもまた試験をやって、いつまで試験を、先

ほど1,200万トンを処理するまでは試験で処理するのだと言ったけれども、毎回この7,000

万の金額をかけていくというのはいかがなものなのかなというふうに思うのだけれども、

その辺どう考えているのでしょうか。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 確かに基幹産業の滞らせないための政策的な支援ということで、この間、令和６年度の

予算要求で３年目になりますけれども、当然私どももこれでいいとは全く思っておりませ

ん。先ほど申しましたように１万2,000トンの処理のめどが立つようであれば、早急に応分

の負担ということで水産加工会社に対して費用負担は求めてまいりたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員（河野文彦君） 同じくホタテの貝殻の処理の部分なのですけれども、やはり金額

的に毎年大分かかっているなというのは正直感じるところがあります。試験処理業務とい

うことになっていますけれども、先ほど同僚委員からあったように実質は焼却処分だとい

うふうに私も感じるところがあるのです。太平洋さんは、こういった廃棄物を引き受けて

フライアッシュの生成というのは何十年も前からやっていますから、今さら初めてホタテ

を燃やすから、貝殻を燃やすからデータが必要とか、そういうことは正直言ってないと思

うのです。現にもうこれ数回の燃焼物と混合して使っているわけですから、セメントとい

うのは実製品ですから、そんな試験的に作ったものを使ってみようとかということになり

ませんから、こういう規格で合ったものとして利用しているわけですから、正直言って太

平洋さんが試験的なとかということはないのかなと。ということは、言ってしまえば処理

料金というところが実態なのかなというふうに私は思って見ていました。 

 そういった中で、毎年この金額の負担というのは町としても大分大きなところかなとい

う中で、これ以外の方法を模索しなければならないと思うのです。先ほど別なルートでも

いろいろ探しているというお話は聞いていたのですけれども、１つ、アイデアというほど

ではないのですけれども、結局的に燃やすとか、そういうことをするからお金かかるので

す、やっぱり。焼却処分というのは一番お金かかりますから。ですから、別な利用方法を

考えるべきだと思うのです。町長は、マッシェルコンクリートのほうで大分活動している

ようですけれども、そういった熱を加えない方法で、洗浄だとか粉砕だとか粒度をそろえ

るというところは出てくると思うのですけれども、焼却よりは絶対安いと思うのです。で

すから、ぜひぜひそっちのほうで何とか別な処理の方法を見つけていかなければならない

のかなというふうに思っているのですけれども、まずお願いします、そこだけ。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 再利用するに当たって焼却ですとかいろいろな手が加わることでどうしても高いものに

なってしまう状況ではありますけれども、今令和６年度に向けてお話を進めているところ
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は、特にそういった焼却等もせずに、太平洋よりも安い値段で粉砕処理していただけると

いうような会社が１つと、あとはバイオマスプラスチックの原料として、石灰石代替とし

てプラスチックに練り込みたいというような、そのために将来的には6,000トンぐらい買い

たいのだというようなお話もありますので、何とかそういったうちが余計なお金をかけず

に済む方法というのは当然我々は考えていくべきだと思いますので、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

〇委員（河野文彦君） 前段でさっきサステナブルチャレンジで鉄鋼スラグの有効活用の

お話が出ていましたけれども、結局これだって以前は溶鉱炉の中で出てくるごみですから、

これを日鉄さんのほうで道のリサイクルの認定品取って、こういう形で別な資源として生

まれ変わらせていろんな活用をされているわけなのです。もう20年も30年も前の話です。

ですから、このホタテも今付着物がついて、貝のまんまでどうしよう、どうしようと悩ん

でいるのですけれども、僕だったらある程度付着物を除去して、あと破砕して粒度をそろ

えて、例えば何ミリから何ミリの間でこういう資源として使えるものがありますというよ

うな状態までもし町がするのであれば、結構引き合いがあるのではないのかなと思うので

す。ですから、中間処理までは町でやっておくと。中間処理以降のものを有価物として引

き取っていただくだとか、そういう方法もありなのかなと思うのです。ですから、今後そ

ういうのがもし見込めるのであれば、そういう中間処理施設というのも町のほうで検討し

ていかなければ、毎年大量に出てきますから、うまく発生する、処理するというルーチン

を確立するためにはもう一工夫、もしかしたらもう一財政出動が必要になってくるのかも

しれません。ただ、そういう発想の転換していかないと、いつまでたっても山が大きくな

っていくばかりだと思いますので、その辺の検討もしていただきたいのですけれども、い

かがでしょう。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 当然貝殻大量に発生してくる中で、肥料製造受託業者であります株式会社ばんけいリサ

イクルセンターでそういった製品を作って、ホームセンターに販売している状況にござい

ます。ただ、それも市場の飽和状態といいますか、オーダーが来てやっと作るというよう

な市場の状況でございますので、なかなか正直はけていかないというのが現状でございま

す。とはいえ、手をこまねいているだけでは当然この山はずっと増えていきますので、我

々もいろいろな今後もマッチング会等々に参加しながら、新たな処理方法ですとか探る機

会を捉まえて挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員（東 隆一君） このホタテ貝殻の試験処理業務、これにちょっと関連して、これ

から年々増えていく部分を今解消するということでおっしゃっていただいているのですけ

れども、実は町長が発信している、発信しているというか、この前ＳＮＳに載っていたの

ですけれども、マッシェルコンクリート、これを渡島支庁なんかに要請をしてというよう

なことをちらっと書いてあったのです。ですから、これはいろんな資源の活用をしながら、

そっちのほうにも力を入れて使ってもらえれば、おのずと消化できるわけです。 
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 ちょっと考え方変えてみますと、私は町で独自というか、コンクリートの板、板みたい

なのを作って、作ることによってそれを持ち運びもできるし、何かの販売もできると思う

のです。例えば家の駐車場か何かに敷き詰めるだとかって、そっちの販売のほうを何か考

えてもいいのではないのかなと。どうしても公共物となると、多分ＪＡＳの認定を受けな

ければ駄目な部分もあると思うのです。先ほど農林課のほうのところで林道が水没してし

まうとか、そういう部分ではそういう持ち運びができるような１メートル四方の板みたい

なのを作っておけば、それを保管もできるし、それはすぐ販売もできるわけです。そうす

ると、結構いい部分で販売をしながら残物も処理できるというふうなことを考えてもいい

のかなと。そうしないと、ただこれだと何かちょっと先が見えない話なのかなという部分

もありますので、何かちょっと発想の転換でそういう形をやるというのはいかがなもので

しょうかねと思って今聞いてみたのですが、それはすぐ返事ができるかどうか分かりませ

んけれども。 

〇水産課長（岩井一桐君） お答えいたします。 

 マッシェルコンクリートにつきましては、やはり公共工事で大量に毎年継続して使って

いただくことを目的に、毎年機会を捉まえて渡島総合振興局ですとか北海道開発局に対し

て要請活動を行っているところでございまして、北海道ベースでいきますと大体年間2,000

トン程度貝殻の量としてはマッシェルコンクリートの中に入れて、使っていただいてもら

っている状況にございます。我々も要請活動はしてはいるのですけれども、実際町の工事

等で使ったことがございませんので、今の東委員の提案なども加味しながら、まずは地元

の工事で使ってみて、いいものだよというようなところを今度発信していけるような形に

も取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇委員長（伊藤 昇君） 東委員さんに、質疑という部分ではちょっと。よろしくお願い

いたします。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、144、145ページ下段から146、147ページ上段、目４排水

処理施設費、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、158ページをお開きください。よろしいですか。158、159

ページ中段から160、161ページ上段、款８土木費、項４港湾費、目１港湾管理費、質疑ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、124、125ページ、款５労働費、項１労働諸費に戻ります。 

 説明員交代のため暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時０５分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 124、125ページ下段から126、127ページ上段、款５労働費、項１労働諸費、目１労働諸

費、質疑ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、146ページをお開きください。146、147ページ上段、款７

商工費、項１商工費、目１商工業振興費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（松田兼宗君） 18の負担金補助及び交付金のところなのですが、まず楽市楽座の

これ減額しています。その理由と、それと地域経済対策のプレミアム商品券の話なのです

が、今回の募集の仕方というのは一応制限設けて、人数制限しています。過去において制

限超えたら全部出したという経緯もあるわけです。今回はそういうのってあるのでしょう

か、見越した形で。３割ですから、その辺どうなのかちょっと分からないですけれども、

そういう考えがあるのかどうなのか。まず、それだけお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 まず、１点目の食ＫＩＮＧの減額ですが、今年度事務局をある団体に移行しようと考え

ていたのですけれども、それができなくて、事務局は町で持つことになったのですけれど

も、来年度も引き続き町で事務局をやるということになりましたので、その分の減額でご

ざいます。 

 次に、プレミアム商品券の関係なのですけれども、プレミアム商品券事業については原

則抽せんとしております。今回につきましても地域経済の早期回復と燃料高騰及び昨年度

の猛暑によるエアコン設置の緊急支援ということで、実施主体とは柔軟に対応できるよう

に町と協議して進めていっております。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） ちなみに、食ＫＩＮＧの事務局というのは、当初はたしか企画に

持っていましたよね。そして、今商工ですよね。そして、今どこに受けてもらう、観光協

会なのかなと思ったり、その辺差し支えなければ確認したいと思います。 

 それと、プレミアム商品券の話で、原則は最初は抽せんなのだけれども、抽せんなら最

初から出さないという人がいるわけです、募集に。そうすれば結局それを最初に出さなか

った人が全員にやるのなら出したのにという話になってしまうわけです。その辺の問題が

あるとすれば、そのやり方をもう少し考えなければ、抽せんではない方法なら全員という

話にはならないとは思うのだけれども、もう少しやり方を考えなければならないのだと思

うのですけれども、いかがですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） 食ＫＩＮＧの事務局、移行を考えていたのは、すみ

ません、外部団体ということでご理解願いたいと思います。 
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 また、商品券の販売枚数等につきましては、今後の販売傾向を見まして事業主体と検討

していきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 同じく18の負担金補助及び交付金なのですけれども、ＵＩＪター

ンで、前は１社しかなくて、その後増やしたといって増えたと思うのですけれども、今回

ももう増えてこうなったのか。金額は変わっていないと思うのですけれども、その企業自

体は増えているかどうか教えてください。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 現在掲載されている事業者は１社でございます。あと、今４社登録準備中でございます。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 負担金のところで、森町創業支援事業補助金のところです。これ

全協でも私言ったのですけれども、大変いい事業かなと思っていました。これで少しでも

森町でチャレンジしたいという方が一人でもいれば本当にその手助けになるのかなという

思う中で、対象者だとか、あと返還規定は仕方ないにしても、結構厳しいといいますか、

ハードルがそこそこ高いなというふうに思って見ていたのです。ですから、応募してくる

方がいたら、駄目、駄目、駄目とはじくのではなくて、一緒にどうやったらこの事業にの

っかって森町でチャレンジしてくれるかというところを本当に前向きに考えて、そういっ

た方々の手助けをしてほしいと。それから、ルールはルールで仕方ないのかもしれないで

すけれども、ではどうやったら障害となる部分をクリアできるかというところを本当に一

緒に解決に向けてやってほしいなと思うのですけれども、いかがですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 今回の森町創業支援事業補助金につきましては、ほかの自治体を参考にして作成したも

のでありますが、地域に合わせて使いやすいようにという部分もございます。地域に合っ

た活用ということで、使いやすいように声を聞きながら、商工会議所等々と協力し合いな

がら、使いやすい、使ってよかったなと思える補助金にしたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） プレミアム商品券についてお尋ねします。 

 これを現金で渡すのではなくて、商品券の形、ユニット１万円出しなさいという形でや

る理由を教えてください。経費率を問題にしようというというのではないのです。要は現

金を動かせる人でないと使えない制度ですよね。そのことのメリットとほかのやり方と比

べたときにどうかというふうに頭の整理をしたいのです。お願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 先ほどもご説明しましたとおり、地域経済の回復ということでこちら考えております。

また、現金で動かすのもいいのですが、コロナ禍の時代は支援ということで考えていまし

たが、今度はどう経済を動かすかということで、プレミアム商品券を購入して地域経済の

活性化に努めてもらえればなと思って実施しております。 
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 以上です。 

〇委員（野口周治君） 目的を言ってくれたけれども、私の質問に答えていないと思いま

す、今の。例えば現金を配るのとこのプレミアム商品券の形を取るのと比べたときに、こ

ちらのほうがいい理由を答えてくれと、これ１問目です、を尋ねたのです。これは、お金

を出すことの意味を今答えられたけれども、そういうことを聞いているのではありません。

お願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 当課といたしましては、商工業の振興ということで商品券として発行しております。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

再開 午後 ２時１７分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） 失礼いたしました。 

 まず、現金で交付するとなると、町外で活用される可能性があるということと、町内の

事業者で活用されるということで商品券のほうが有効ということで実施しております。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） 野口委員、２回目ですから、これ。さっきのでなくて２回目に

なりますので。 

〇委員（野口周治君） お答えいただきましてありがとうございます。 

 町内、町外という話が出るのですけれども、多分出ると思って聞いたのですけれども、

皆さんも言うでしょう。お金に色はありません。お金に色はついていません。商品券の形

はしているけれども、お金はお金なのです。ということは、自分が使うお金が決まってい

る人のところにプラスアルファの収入があったら、そのお金を例えば形が決まっていれば

決まったところで使うということであるけれども、お金はお金、同じように支出するはず

なのです。それだけ消費が積み上がって増えますかというと、増えた分の収入は使うかも

しれない。それは例えば町内で商品券を使う代わりに、余ったお金は外で使うかもしれな

いというふうに、お金に色はついていないですから、回るバランスの中で考えたら商品券

だから必ず町内で消費に向きますという議論は、ちょっとくっつけ過ぎではないかと思う

のですけれども。その配られたものは町内で使うでしょう。でも、そこで浮いたお金は外

で使うかもしれないでしょう。結局そういうトータルで買いたいものが決まっている中で

使うお金というのは、中、外とやっぱり同じように回るのではないですかと。もっと詰め

て言えば、プラスアルファの3,000円分の効果がどこに生まれるかという議論になるわけで

す。その3,000円が町内で必ず使われますと言うけれども、その3,000円浮いた分を外で使

うかもしれないではないですか。と考える。これはリアルにそうだと思うのです。それを
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保証されているかのように議論するのがなぜそういうことが言えるのかが分からないの

で、お尋ねしているのです。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時３４分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 今回の事業につきましては、地元建設業の需要喚起ということで、１万円のプレミアム

分につきましては町内で必ず活用していただけるということで、現金よりは事業者に利点

があると思いまして商品券の発行としております。 

 以上です。 

〇委員（野口周治君） 用途指定において今の議論は私は理解することにしますが、この

タイプのプレミアム券の問題というか、本質というのは、私はプラスアルファの部分だと

理解をしています。プラスアルファが欲しい人で１万円を用意できる人に渡るもの。それ

は、お金を用意できない人には3,000円が来ないという面でもあります。片方で１万円を手

元に持っている人のところに１万3,000円が入ってきたら、そのお金はどっちであろうと同

じように使うのだろうというのが基本だと思うのです。それが必ずプラスアルファを含め

て町内で使われるというふうに決められない。そこに経費をかけて、手間暇をかけてやる

のですか、特定の人しか使えないのにということは常に考える必要があると思うのです。

そのことも含めて考えてほしいということで議論をあえて、ちょっと難しい議論だという

ことは分かっていますけれども、させてもらいました。今後こういうことを検討するとき

には、必ず１万円を用意できない方がたくさんいらっしゃるの中でどういうことになるの

かというのを踏まえて、それに対する答えを用意して提案していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

〇副町長（長瀬賢一君） お答えいたします。 

 ただいまの質疑については、野口委員、消費者の目線からの質疑だったというふうに捉

えました。このプレミアム商品券の目的、消費者の目線をあるのですけれども、それ以上

に事業者の支援、町内の消費喚起というものが主なものとなっておりますので、そこの分

ではそこにプレミアム分、それが町内でお金が流通して、経済の拡大を図っていくという

ことが主な目的だというふうに捉えております。では、お金のない人はどうするのかとい

う議論につきましては、これはまた別の施策で例えば、その方を切り捨てるという意味で

はないのですけれども、給付金等の事業がございますので、そういった部分で救済といい

ますか、対応していきたいというふうに考えておりますので、基本的な考え方については

そういったことで進めていきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 今のプレミアム商品券なのですけれども、令和５年に出されたと

きには20％、今回30％って引き上げた理由をもう少し教えていただきたいというのと、あ

と有効期限なのですけれども、今回11月30日ってなっています。これの意味というか、前

回のは１か月違うのですけれども、12月31日までという何か切りのいい、令和５年のとき

はそうだったと思うのです。できれば、今回クーラーつける人とかが増えてくるとなかな

か工事までに至らないという、その前に契約してしまうといいのかもしれないのですけれ

ども、別に１か月延ばそうとあまり変わりないのではないかなと思うのですけれども、そ

の有効期限を切る理由、有効期限を何か月とかという理由を教えてください。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 プレミアム分の率につきましては、実施主体からの要望もございまして、今回エアコン

設置ということで、多くの方に設置いただきたいということで利用の設定金額も減らして、

多くの人に使ってもらいたいということでプレミアム率も上げている状態でございます。 

 あと、有効期限につきましては、こちらも実施主体からの要望でございまして、こちら

もエアコン早めにつけてもらうような設定で期限を決めております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 工事の終わった時点でこのプレミアム商品券を払うのかどうかは

ちょっと分からないのですけれども、多くの人に使ってもらうのであれば工事が続くと、

例えば６月から始まりますよね、工事が。そうなってくると、期間が短いとなかなか使え

る期間、混んでしまうので、こういうふうに多くの人に使ってもらいたいというものであ

れば別に延ばしてもいいのではないかという議論にはならなかった。この11月30日で切っ

た理由をちょっと教えてもらいたいのですけれども。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 切った理由というのは具体的にはないのですが、この有効期限につきましては事業主体

と協議していきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） なければ、次に146、147ページ下段から150、151ページ下段、

目２観光費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（山田 誠君） 149の道の駅リニューアル調査、これ今の場所のリニューアルとい

うことだから再利用、修理して使うということなのだろうけれども、あそこの場所でいく

とどうなのか。もう少し土地の関係、要するに整地して広くして、大型バスもろくに入れ

ない状況なわけだから、それをもう少しきちっとした対応を取るようなスタイルをすべき

でないかと。例えばなないろ・ななえの場合でもあれだけ広くなって、相当数車も入って

いるわけです。森の場合は、前だけちょろっとあって、あと裏だけあるということであれ
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ば、建物だけリニューアルしたってどうしようもないと思うのだ。金をかけて再利用する

ということになれば、やっぱり最少の経費で最大の効果を上げるようなスタイルを考えて

いかないと、誰もお客さん来ないでしょう、これ。だから、担当の方もそうだし、いい道

の駅のところを見てきたほういいと思うのです。例えば北竜だとか行ったらすごいです。

だから、そういうようなことをやるということと、どうせリニューアルをやるのであれば、

例えば森の町の物産館の方々も入るだろうと思うのだけれども、これはふるさと応援寄附

金の品物を必ず置かせるとか、それから食堂がない、今は食堂がない。あんまりおいしく

ないから潰れたのだけれども、やっぱりそういうようなものをきちっと対応させるような

中身を検討させて、これらの部分の支援対策をやっていくべきだろうと思うのだけれども、

いかがですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 まず、今回のリニューアルにつきましては、現施設の改修か、建て替えかはまだ現段階

では決まっておりません。まず、現施設の課題を整理、分析して、コンセプトを決めて、

この地域に、道の駅に何が必要か、どういうコンテンツが必要か、またどういう導入機能

が必要かというのを考えて、コスト計算、あと事業のスケジュールを考えまして、今後に

向けた基本構想を決めていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇委員（山田 誠君） 先ほど言ったように最少の経費で最大の効果を上げるという基本

的な考え方に立った上でやっていっていただきたい。またもまたもというわけにいかない

ので、その辺を十分考慮した上で対応していただきたい。以上でございます。どうですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 改修に当たっての必要なコストが出ましたら、まず地域に求められる、また経済的にも

有利な方法でやっていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） ちょっといろいろあるので、そしたらまず147ページの給料のとこ

ろの地域おこし協力隊のところから。これについてどういう目的、観光の目的でやるので

しょうけれども、その辺中身をちょっと、どういう目的で協力隊を募集するのかお願いし

ます。 

 それと、149ページ、下のほうのロケーションマッチングの話なのだけれども、業務委託

料の16万5,000円なのですが、これと151ページのロケーション撮影補助金50万とあるのだ

けれども、これというのは関係あるということなのか、全く別物なのですか、ロケーショ

ンマッチングと。それと、ロケーションマッチングの実際にホームページで運用している

のだけれども、その利用率というか、どの程度の頻度で閲覧されているのかというのは把

握しているのでしょうか。 

 それと、151ページ、鳥崎八景の大滝の階段の改修の工事なのですが、これいつまでに完

了させるつもりなのでしょうか。春の観光時期、桜まつりの時期までに完了させるつもり
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なのでしょうか。 

 それと、この鳥崎八景の入り数というのはどの程度把握しているのですか。特に上大滝

に関しての入り数というのは把握しているのかどうか。冬期間は閉鎖されていますから行

けないですよね。さらに、熊の出没の問題とか、そういう危険な場所にあるわけだから、

それに対する対応策を考えなければならない、改修と同時に。その辺どう考えているのか。 

 まだありますが、取りあえずそれお願いします。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

再開 午後 ２時４７分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 まず、地域おこし協力隊の目的なのですが、移住者目線を生かしたＳＮＳを積極的に活

用した地域観光ＰＲとイベント出展に協力していただきます。また、観光協会との連携強

化してもらいまして、各種イベントの企画、立案、運営、将来的には観光協会の組織の強

化につながっていければと思っております。また、環駒ケ岳観光協議会などとの連携や各

地で観光分野で地域おこし協力隊入っていると思いますので、その辺のネットワークを生

かした連携した観光強化を目指していきたいと思います。以上です。 

 続きまして、ロケーションマッチとロケーション撮影の補助の違いなのですが、まずロ

ケーションマッチ、ロケーション撮影補助につきましては当町でロケーションの撮影して

いただいて、当町で宿泊した場合に宿泊費の一部を補助する事業となっております。ロケ

ーションマッチサイトのアクセス数なのですが、２万8,000件ということで、昨年１万6,000

件だったのですけれども、昨年より延びている状況になっております。 

 また、上大滝の階段の改修につきましては、紅葉シーズンまでには終了したいと考えて

おります。また、入り込みは、紅葉シーズン等々になりますと問合せは来ますが、具体的

な実数は、すみません、把握しておりません。また、熊対応ですが、注意喚起看板と、紅

葉の季節になりましたら職員が巡回して、毎日行けるわけではないのですけれども、巡回

して注意喚起をしていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） いっぱいやり過ぎてすみません、一度に。 

 まず、地域おこし協力隊についてなのだけれども、これ当てがあるのですか。というの

は、ほかのところで結構募集に苦労している状態というのは知っていると思うのだけれど

も、そして観光事業に特定された、むしろ将来的には、観光協会の事務局長不在なままで

しょうから、そういうのでも将来的になってもらえればいいのかな、当てにしているのか

なと思ったりもしますけれども、いかがなのでしょうか。実際問題として、森町の観光Ｐ
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Ｒをするためのホームページも含めての話なのだろうけれども、大丈夫なのでしょうか。

その辺再度お願いします。 

 それと、ロケーションマッチングについては、相当閲覧数が上がっているというのは、

見てればこれなら結構面白く見れるというか、ということは私自身見ていてそう思ってい

る部分なのだけれども、実情に合わせた形、ただ前からこれ言っているのだけれども、16

万5,000円であの部分を管理というのは、本人がそれでいいという話は言っているみたいだ

けれども、安過ぎませんか。これだけ労力かけてやっている中で、だからさっき言いまし

たようにロケーション撮影補助金というのがこれと連動する形になっているのかなと思っ

て、だから聞いたのですが、その辺どう考えているのかということと、それと鳥崎八景の

問題なのですが、上大滝ばかりではないのだと思います。これから桜まつりの時期になる

と、当然観光客が自分で入ってくるわけです。とすれば、上大滝までというよりも野外ス

テージのあるキャンプ場も含めて利活用がされていくはずなのです。とすれば、秋までと

言ったけれども、そんな悠長な話ではないでしょう。早急にやらなければ、やって改修し

ないと、何かあったらそれこそ大変な話なのです。その辺本当に秋にやるのですか。それ

をお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 今回の地域おこし協力隊の募集につきましては、当てがあっての募集ではございません。

また、地域おこし協力隊と町と観光協会、やっぱり一つになって協力し合って観光ＰＲし

ていかなければならないと思いますので、その辺も連携取ってやっていきたいと思ってお

ります。 

 また、ロケーションマッチ、サイトなのですけれども、今年度委託料のほうは上げてお

ります。ロケーション撮影の補助事業とは連動しないということです。 

 上大滝の補修につきましては、再度早めに早急に対応できるように考えていきたいと思

います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 鳥崎八景については、本当に実際の入り数というのは分からない

状態で、実際にキャンプ場を開設しますよね。５月から多分開設するのだとは思うのだけ

れども、できるように。そうすると、ますます大変な入り数が多くなる。さらに、それと

いうのは問合せというのは町に問い合わせない中で単独で、いろんな情報出ていますから、

その中で行くわけです。昔は私たちもしょっちゅう、最近は行くことはなくなっています

けれども、あれだけのロケーションを持った場所というのはなかなか森の観光資源として

の有効活用をする上では上大滝ばかりではなくてみどりとロックの広場、その部分の利活

用も含めて鳥崎八景全体を見直していかないとならないのではないかと思いますけれど

も、いかがですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 当町にとっても誇れる観光資源だと鳥崎八景のほうは思っております。整備につきまし
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ても順次お客様を迎えるような体制を取って、改修のほうを進めていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 私もたくさんあって、順番に気がついたところを、まず委託料の

除雪業務委託ってありますよね、金額ちっちゃいのですけれども。これ具体的にどこの除

雪の予算か教えていただけますか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 道の駅の24時間トイレ周辺の除雪作業でございます。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 予算規模的に人力でやるくらいのものなのかなと思って見ていた

のですけれども、何でここで気になったかというと、道の駅の駐車場自体の除雪は、あれ

は国のほうで除雪を行っているのかな。朝に除雪しますよね。止まっている車のところは

さすがに、早朝、本当に朝の３時、４時とかに作業していますので、仮眠している方を起

こして、どけてもらうまでしていないみたいなのですけれども、そうなると車がいなくな

った後の雪がすごく残って、除雪が悪いといいますか、雪ががたがたな状態になっている

のがよく見られるのです。それで、これ町でやるべきことなのか、国のほうに願いするべ

きなのか判断してほしいと思うのですけれども、そういったがたがたの駐車場を少しでも

回避するために何らかのアクションを起こさなければならないのかなと思って見ていまし

たので、その辺をどう考えるかお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 除雪につきましては、建設課と協議して考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） それでは、別な項目いきます。道の駅リニューアル調査の件です

けれども、先ほど課長言ってしまえば新築になるか、リニューアルになるのか、まだ分か

らないというようなところだったと思うのですけれども、前にもお話ししたのですけれど

も、この道の駅で何をしたいか、何をお客さんに見せたいかというところがある程度定ま

ってからではないと、新築がいいか、リニューアルがいいかというのを先に答え出すのは

やっぱり順番が違うのではないのかと思うのです。リニューアルで決めましたと。では、

これをやります。ちょっとやっぱりリニューアルの建物では不足だよねとか邪魔だよねと

かちっちゃいよねとかという話になったら、この調査費自体が無駄になってしまうことも

あり得なくもないので、その辺何をするか、何をしたいか、お客様に何を提供したいか、

何を見ていただきたいか、そこをしっかりと決めてからこういうものってかかるべきだと

思うのですけれども、ただこの調査の中に先ほどコンセプト、コンテンツという話もあり

ましたけれども、そこをしっかり決めるだけの、何をやるかを決めるだけの調査がこの中

に含まれているのであればまだいいのかもしれないのですけれども、それが含まれている

のかどうかがどうも心配なのです、予算規模的にも。その辺もう一度見解をお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 
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 今回の調査計画策定業務につきましては、コンセプト及び方針を決める作業も入ってお

ります。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） ということは、この令和６年度に行われるこの調査の結果で、森

の道の駅はこういくというのがもう決まるということでいいのですか。そこが決まるので

あれば私は賛成したいと思うのですけれども、そこをもう一度確認させてください。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 今回でリニューアルに向けた基本構想を決めたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） それでは、また別件でお願いします。 

 鳥崎八景の大滝の修繕というところで、課長、ダムから上、ゲートで冬期通行止めにな

っているのですけれども、いつからゲートが開放されるかご存じですか、まず。そこをお

願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 すみません。上のほうは、いつからゲートが開放するかというのは把握しておりません。 

〇委員（河野文彦君） まず、課長がそれを知らないというのが僕は一つ大問題なのでは

ないかなと思うのだけれども、５月31日です。ゴールデンウイーク明け。以前は４月の後

半、ゴールデンウイーク前に道の現業所のほうで開放してくれていたのですけれども、道

のほうで５月31日にずらしたのです。これ森町の本当に観光資源の目玉、誇れる鳥崎八景

と先ほど課長も申していたのですけれども、ゴールデンウイーク前にそのゲートが開いて

いないという状態も何とかしなければならないと思うのです。だから、その辺も含めて鳥

崎八景全体の魅力の再発信というか、価値の再発掘といいますか、そういったところも併

せてやらないとこの工事費というのは、無駄とは言いませんけれども、効果が発揮できな

いのかなと思っています。 

 もう一つ併せて鳥崎八景のお話ですので、８つそろってやっぱり鳥崎八景の魅力って発

信できるのかと思うのです。その一つの上大滝を今回補修したいというところで、そこは

十分分かります。１つ、何ていいましたっけ、虹懸岩でもないし、道道の切替えによって

通行止めになって、１つ行けないところがあるのです。そこも何とかして行ったほうがい

いと思うのです。だから、ぜひ１つこうやって補修するのですから、ほかのところの魅力

を見ていただくためにもしっかりと８つそろえて、８つの魅力を全て見ていただくように

何かしらのアクションが必要なのかなと思うのですけれども、いかがでしょう。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 すみません。先ほどのゲートの開放につきまして把握していませんと伝えたのですけれ

ども、場所を勘違いしておりまして、把握して、町のホームページにもいつから開放する

というのは出ております。ここを管理しているのは函館開発建設部八雲出張所ですので、

そちらと協議しながら進めていきたいと思います。 
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 私も鳥崎八景は８つそろって八景の魅力が発揮できると思いますので、そちらも併せて

今後改修に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） 別件いきます。最後の質問です。環駒。私これいつも言っている

のですけれども、この負担金発生するのは仕方ないとは思うのですけれども、この負担金

に見合った効果が見えないのです。だから、ぜひこういう効果があるというところを、例

えば昨年度でもいいです。環駒に所属している七飯、鹿部と３つの町で一緒にやるに当た

って、この団体と一緒にやったから、こんな成果を森町に持ってこれましたという何か紹

介できる部分があったらお願いしたいのですけれども。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 まず、効果なのですけれども、数字的には出てこないのですが、３町で協力し合って、

まず３町の強みである食を通じて道内外ＰＲしてございます。また、かんこまアプリとい

うアプリを作成しまして、どう３町を周遊できるかという考えの下、アプリを活用して、

スタンプラリー等を使って観光客を呼び寄せております。また、今回函館空港に台湾、香

港の直行便が来るのですけれども、そちらも３町併せてどうやってこちらに来ていただけ

るかというのをＰＲ等重ねて強化していっております。 

 以上です。 

〇委員（河野文彦君） それが正直見えないのです、私たちには。町民の方も全然分から

ない。ですから、対町民に対しての環駒のアピール事業ではないと思いますので、町外の

方のアピール事業ですので、そういう活動が見えないのは仕方ないのかもしれないのです

けれども、やっぱりそのＰＲのおかげでどうなったというのは何らかの形で紹介するべき

だと思うのです。ぜひその辺を今後組み入れていってもらえたらなと。 

 これ町長にお聞きしたいのですけれども、環駒いろいろ集まり等々あって、町長も行く

こともあるかと思います。環駒を見ていますと、七飯の存在感が大き過ぎるのかなと思う

のです。やっぱりあの大沼公園を抱えている七飯町。ですが、駒ケ岳の山麓の面積の僕の

認識だと70％ぐらい森町なのです。ですから、この駒ケ岳の山は、森町がイニシアチブを

取ってＰＲするぐらいの活動が必要なのではないかなと思います。というか、やってほし

いと思うのですけれども、町長、環駒の集まりなんか行ったら、森町があるから環駒が成

り立つのだぐらいの意気込みでやっていただきたいなと思うのですけれども、いかがでし

ょう。 

〇町長（岡嶋康輔君） お答えいたします。 

 町長就任から、就任する前も観光協会に携わっていた時期が一時期ありまして、環駒の

会議等々も行っておりました。２年ごとにそれぞれ鹿部、森、七飯町で事務局というか、

２年ごとに移るという状況とかもありまして、率直に言いますとこれは全ての首長がお話

ししていることなのですけれども、七飯も森も鹿部も事業がどっちかというとマンネリ化

しやすいという課題は皆さん挙げていました。２年ごとに移るということも踏まえて、今
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ちょっと話ししているのがやはりプロパーな事務局というか、専属のものをしっかりと各

３町で、これも負担金の話になってしまうのですけれども、しっかりと組織を立ち上げて、

担当を回してそれぞれ事業をやるのではなくて、本当に特化した、環駒３町でやる特化し

た事業というのを観光コンテンツも含めて強力に進めていかなければならないというとこ

ろは、各首長同士で意思の疎通は行っています。委員おっしゃるとおり、住所として駒ケ

岳あるのは森町ですし、そういった登録の類いも森町駒ケ岳でありますし、それぞれ町か

ら見た駒ケ岳というものを形として皆さん使われていますが、やはり森町から見る駒ケ岳

が一番だというところは森の首長としてもしっかりとアピールしたいところでもあります

し、お互い競い合うということではないのですけれども、それがお互い相乗効果になりま

して、環駒のアピールと、あとコンテンツ化、さらなるお客様を引き寄せるというところ

に結びつけていければなと思っています。 

 コロナ禍もあったということで、なかなか一気に進まなかったのですけれども、今ニセ

コのほうの観光協会の方ですとか、周辺自治体の首長の方とも情報共有させていただいて

おりまして、インバウンドの関係のお客様はニセコ、あの辺の周遊だけにとどまらず、や

はり北海道内いろんなところを観光したがっているという情報もいただいています。その

中で興味持たれているのが道南のほうであるというお話もいただいています。ご存じのと

おり、ニセコ、倶知安のあの辺はもうすさまじく物価も高くなっていて、様々な海外から

の投資も呼び込んでいます。そういった受皿もしっかりとこの道南地域でつくっていかな

ければ、インバウンドのお客さんが確かに来ているのかどうかもちょっと分からないよう

な状況ですから、そういった事業者、企業からの誘致、投資も含めて、この３町一体とな

って頑張っていかなければならない、具体的なそういう施策を環駒を通じて行っていかな

ければならないという申合せは現在行っているところでございます。それを具体的にそれ

ぞれの担当課、それぞれのその年々の事務局に落とし込んでいくという作業にこれからな

っていくと思います。しっかりと議員の皆様をはじめ町民の皆様、そして環駒のそういっ

た七飯、鹿部、森町にお住まいの町民の皆様と、そして海外のインバウンド向けのそうい

った告知もしっかりと環駒を通じて行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） まず、先に道の駅のリニューアル調査についてお尋ねします。 

 この中で、現施設の有効活用を基本にとなっています。この有効活用を基本に考えた理

由を教えていただきたい。今のこの35年たっている建物の何が魅力で、何が有効だと考え

てこれを残そうと思ったのでしょうか。そして、現施設にこの書いてある休憩、情報発信

機能、地域連携機能、防災拠点、地方創生拠点として入れれるのか、それらを。そう考え

てこのリニューアル計画を策定するということなのでしょうかということと、あとこれを

いつやろうと思ってこのリニューアル調査計画業務を策定しようとしているのでしょう

か、まずお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 
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 まず、現段階で現施設の建て替えか、改修かというのは決まっていない状況でございま

す。有効活用を基本にというので、まずこれも先ほどお答えしたのですが、今何が課題で

あって、どういったものが必要だというのを分析するという意味で今回現施設を基本に考

えております。また、この計画策定の中で事業スケジュール等々も考えていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） いつやるかも分からない調査を今からやって何か意味があるのか

なと私は思うのです。これが何年後かにやるというのであれば、基本構想から入っていか

なければならないような大きな事業だと思うのです。ただの調査で終わらせるのであれば

今やる必要はなくて、そのやり始めるときにきちっと基本構想を立てて、そして基本計画

にいって、実施計画にいくというのが今まで森町がやってきたやり方だと思うのです、こ

ういう大きなものは。それなのにこういう小さな調査をして、このぐらいの調査だったら

原課でもできるような調査だと思うのです。例えば前回の全員協議会の話にも出ましたけ

れども、交通量なんかは道の駅に私は関係ないと思っていまして、いいものができて、す

ごいものができたらみんなは行くのです、道の駅に。それぐらい魅力のあるものになると

いうものをつくっていくのであれば、このような、先ほど委員も言いましたが、中途半端

なものを手を加えて今で終わらせていいのかという、この辺りを町の考えとしてどう考え

ているのかという、この調査は本当に要るのですか。あと10年後にもし建て替えるのを今

調査して、それが生かされるのかというところをお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 先ほどもお答えいたしましたが、今回の調査計画策定業務の内容にコンセプト及び方向

性を決めて、どんな機能が必要か、また事業スケジュール等も検討して、今後に向けた基

本構想を決めたいという内容でございます。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） では、これは基本構想と考えていいのですか。基本構想ですか。

基本構想と思っているということでいいのでしょうか。まずは、この調査する前に今の入

っている業者さんたちときちっと話し合って、これからどうしていくかということも、課

が違うからやっていることが違うと言われてしまえばそうなのですけれども、前に町民み

んなで道の駅の話をしました。それは農林課なのですけれども、森町に足りないものは何

だという考えで、道の駅が欲しいとみんなで考えて、ある程度のものができました。そう

いうものも利用もしないで、今の入っている方たちとの話合いもしないで、まずはよその、

プロなのでしょうけれども、その人にコンテンツやプロセスパターンとかを考えてもらう

というので道の駅をつくっていく考えなのか。そして、先ほど１回目に質問しました今の、

なくすかもしれない、そのままかもしれないと言いましたけれども、今の建物に残すとい

うのが基本と書いてあるので、何が魅力で、何が有効と考えて今の建物を活用するという

のを考えたのか教えてください。 
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〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 まず、現施設の有効活用を基本という意味は、場所の選定につきましては観光客だけで

はなくて、地域の方も訪れて、にぎわいのある、個性ある場所づくりと道の駅を核として

市街地にも誘導できるような活性化を図るという方向性と、現施設公園が隣接していると

いうことで、特徴ある道の駅ということでこちらのほうを考えております。 

（何事か言う者あり） 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） あと、建物も３階に展望施設があるということで、

こちらも道の駅として特徴がある施設ということで、そこで考えております。 

 あと、調査の計画策定に当たって、先ほどのまちづくりワークショップの意見を反映と

いう話もあったと思うのですけれども、こちらも時間をかけてつくった意見だと思います

ので、こちらも活用しながら、あとセンターに入っている方々と、また経済団体等の意見

も聞きながら、こちら進めていければなと思っております。 

 以上です。 

（何事か言う者あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 斉藤委員、いいですよ。でも、３回終わっていますので、特別

どうぞ。 

〇委員（斉藤優香君） すみません。３回目やったって、すみません。 

 今年度というか、道の駅で食ＫＩＮＧ市を１回開催したのです。そのときもやはり来客

数というのは、すごい数がいつもの下でやるよりは全然来たのです。なのですが、駐車場

が少ない、通路が狭いとかいろんな問題がやはり今のままでやるというにはすごく問題が

あって、できるならばきちっと計画をし直していただきたい。道の駅にはかなりの補助メ

ニューが入る。前に財源がというお話がありましたので、その辺りもきちっと調べていけ

ばかなりの補助メニューで建て直すこともできるのではないかと思います。一番大事に稼

げる施設だと思うのです、道の駅は今。町の顔としてアピールできる場所、町民の誇りに

なる場所、それを先ほど委員も言われましたけれども、中途半端な形で終わらせてはいか

がものかと思いますので、今展望台というお話もありましたが、展望台はバリアフリーで

もなくて、こういうものをやる場合、今の時代バリアフリーではないと駄目だと思うので

す。その辺りも含めて最後にお答えいただければ。お願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 まず、道の駅に目的として来てもらう地域の特徴を生かした必要なコンテンツ、導入機

能を考えながら、道の駅で活用できる補助金も視野に入れながら進めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

〇委員（河野 淳君） すみません。短くいかせてもらいます。地域おこし協力隊の費用

なのですけれども、地域おこし協力隊でよくある話なのですけれども、例えば観光団体と

かに労働力として行った結果、自分のやりたいことができなくて、結果的にその町の悪口
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書いて、町の評判を落とすということが本当によくあります。検索してもらえばすぐ出て

くるのですけれども、何々の町、地域おこしとかと出ると、大体自主的にできなくて、た

だ労働力として使われていた人たちの恨みつらみの文章がすごく出てくるのです。そこで

大事なのは、何でも自分でやれるわけではないので、ある程度課のサポートですとか相談

役とかメンターとか必要だと思うのですけれども、その辺のサポート体制ってどのように

お考えですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えします。 

 今回の募集につきましては、外部団体に出すのではなく、当課の会計年度任用職員とし

て雇用したいと思いますので、そっちのほう当課がサポートしていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） 先ほどからの鳥崎八景の大滝の話なのですけれども、やはりその

下にはみどりとロックの広場があって、このたび看板も付け替えられて、行けるのかなと

思ったらここにも載っていないので、きっとまた進入禁止のままなのかなと思うのですけ

れども、そこも含めて、今オートキャンプ場とかすごくはやっていまして、そこの補助メ

ニューというのもあると思うのです。それも含めて鳥崎八景を観光地に変えていく、熊に

負けない八景にしていくということを考えていかないと、どんどん人間が入っていくとこ

ろが狭まってきて、町の中、中になってしまうのではないかなと思いまして、ぜひ大滝も

見応えがあるので、そこも整備しますけれども、みどりとロックもぜひ考えていってもら

いたいというのと、あと森蘭航路なのですけれども、これ定期便を…… 

〇委員長（伊藤 昇君） すみません。鳥崎八景の予算で、みどりとロックの広場ではご

ざいませんので。 

〇委員（斉藤優香君） すみません。鳥崎八景ということで、ちょっと付け足してしまい

ましたけれども、熊対策というのをきちっとやっていただきたいというのと、あと森蘭航

路なのですけれども、定期便というお話もあったと思うのですが、今回来年度は定期便と

かというのは考えていられるのかというところをお願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 みどりとロックの広場につきましては、最新のニーズを調査して、使用されるように今

後改修も含めて考えていきたいと思います。 

 森蘭航路につきましては、船舶の大きさの都合上定期便のほうが厳しい状況ですので、

今までどおり旅行ツアー等々にＰＲしていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 後に回したやつ、まず最初森蘭航路の話なのですが、14万9,000

円前年に比べて増なのですが、新規で何か考えているということなのでしょうか。町長の

施政方針の中でも触れているのだけれども、その辺まずお聞きします。 

 それと、観光協会の補助金のところで、これも減額しているのと、桜まつりに関しては

270万3,000円、さらにはふるさとまつりに関しては140万増額しているのです。これ特に何
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か新たなことをやるのかどうなのかを含めてちょっとお願いします。まず、それお願いし

ます。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 森蘭航路協議会の負担金の件ですが、今回コロナ明けということで森蘭航路の利用補助

金、１回旅行ツアーに使っていただいたら５万円補助する事業がございまして、そちらの

活用を見込んで増額しております。 

 続きまして、観光協会の事業なのですが、まず桜まつりの減額につきましては昨年度コ

ロナ対策費ということで消毒液、検温器、入場の規制看板等々と、あとイベント内容を見

直しまして、そちらの分減額しております。桜まつりにつきましてもコロナ対策費として

減額しております。ふるさとまつりの増額につきましては、会場設営費の単価の増と来年

度新たなイベントとしましてステージイベントと花火大会を考えております。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） それで、問題の道の駅の話になるのですが、まずここで気になっ

たことが何点かあるのですが、目的の中で防災拠点として位置づけられている、考えてい

る、前からそうなのですが、これそもそも建物自体35年、６年たって中で耐震の問題はど

うなのでしょうか。耐震基準満たしているのですか。それを無視した形で防災拠点なんて

できないですよね。まず、その辺お願いします。 

 それと、事業概要の中で指定管理料の算定と、最終的な目的なのだろうけれども、指定

管理期間の検討資料の作成とあるのだけれども、指定管理料の算定というのは中身どうい

うこと言っているのでしょうか。要するに今株式会社物産センターに貸しています。その

部分のことを言っているのか、それとも全体のあの建物の維持管理の観点からして、どう

しても貸しているわけですから、その収入とかのそういう全部トータルして、今後どうい

うふうな形で展開していくのか。採算が合わないものやっていけないです、これから。と

すれば、そういうことを考えているのか、その辺お願いします。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 現施設につきましては、耐震基準後の建物となっております。 

 また、指定管理につきましては、現在の状況を踏まえまして今後どのような運営の仕方

をしていったらいいかというものを検討、調査していく業務でございますので、そちらの

中で考えていきたいと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 全て白紙ということになるのでしょう。これから全部調査されて

いく、結果を出すということなのだろうけれども、だけれども現実的に今賃貸で貸してい

るわけです。そして、道の駅で機能しているわけです。その中をどう評価しているのとい

う問題なのです、今の現状で。その上に立って新たな調査をして、今後どうしますかとい

うことを考えるのではないですか。それというのは調査になる前から実際に分かっている

話ですよね、どういう契約関係を結んでいて、森町物産センターとどういう契約関係を結
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んでいるかによって、それによって変わってくるわけですよね。それも含めて見直すとい

うことを書いているのかなと私思っているわけです、これ読んでいると。だけれども、現

状についてはもう分かっているわけです。その上でどう判断するかという町の見解という

のは述べてもらわないと、880万無駄になってしまう可能性があるのかなと思っているので

すが、いかがですか。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 現道の駅は、道の駅指定前の道の駅の機能を目的としていない建物を利用して道の駅に

なったと思います。また、35年経過しているということで、内容についても飲食店も不足

していますし、直売所、現在人気になっている各道の駅では産直等も人気になっています

ので、その部分が少ないというのもありまして、機能不足という部分はありますので、そ

こを見直しをかけていくような調査でございます。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 調査は、いいというか、違うのかもしれませんが、全協のときに

私言ったと思うのだけれども、現状分かっているのに何もやってこなかったのでしょう、

今まで。というのが現状なのです、今。町の立場というのは。ただ、運営を道の駅物産セ

ンターに貸して、それで投げっ放しの状態で投げてきたではないですか。そして、それを

改善していこうって一切今まで行っていなかったわけです。それを今回調査をやって、多

分年度末に結果、調査報告が出て、そしたらいつこれを改善していく方向に向かうことに

なるのですか。それが見えていないです、これを見ると。ただ計画を策定するための部分

でしかなくて、先がどういうふうにするのかというのは見えてこない。道の駅を本当にこ

の場所でやるのかどうかも含めての話だとそれは思っているのですけれども、いかがです

か。 

〇商工労働観光課長（奥山太崇君） お答えいたします。 

 今回の業務につきましては、運営の部分も重要だということで、その部分も併せて事業

スケジュールも考えてやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） もう一度いいですか。 

〇委員長（伊藤 昇君） はい。 

〇委員（松田兼宗君） 要するに町が今まで何をやってきたか、責任問題だと私思うので

す。誰がその責任を、全部その負担というのは町民に向けられるわけです。だから、やっ

ぱりどこかで責任、どういう形で、今まで放置していた部分の責任、それだけの負担は今

後町民に求めるわけですから、その部分に対する見解をどう思っているかです。その辺い

かがなのでしょうか。 

〇委員長（伊藤 昇君） 今の質問ちょっと予算から外れてしまっている部分があるもの

ですから、よろしいでしょうか。答えが責任問題という部分が出てきているので…… 

〇委員（松田兼宗君） それを押さえた上で予算を執行するのではないですかと言ってい
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る。それを何も指摘でただ今まで何もやっていないことに対して棚に上げて、ただ今回こ

ういう調査やりますからって話ではないでしょう。と思いますけれども。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３４分 

再開 午後 ３時３８分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 よろしいですね、次に参ります。次に、150、151ページ下段から152、153ページ中段、

目３ふるさと応援対策費、質疑ございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） では、なしということで暫時休憩します。３時50分まで休憩し

ます。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

再開 午後 ３時５０分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に、152、153ページ、款８土木費、項１土木管理費に入ります。152、153ページ中段

から154、155ページ上段、款８土木費、項１土木管理費、目１土木総務費、質疑ございま

すか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目２給水施設費、質疑ございますでしょうか。よろしい

ですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費、質疑ございます

でしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、154、155ページ下段から156、157ページ下段、目２道路

橋梁維持費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（斉藤優香君） 12の委託料で気象状況等監視カメラ設置の調査委託料なのですけ

れども、これは設置をして、モニターでどこかで見ていくということになるのでしょうか。

そのモニターを置いている場所とか、そういう監視は24時間を考えていらっしゃるのか。

２か所に設置で試運転となっていますけれども、まだまだ設置の予定はあるのかというと

ころをお願いします。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 
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 ６年度に予定している２か所、２か所のカメラにつきましては濁川と駒ケ岳の２か所を

予定しています。モニターというか、パソコン上で建設課の中で見るような形になってお

りまして、あとこれは気象状況監視カメラなのですけれども、雪の状態、吹雪の状態、あ

と雨、大雨とかのときの状態とかを監視しますよと。これまだ試行的に設置します。吹雪

のときにどういう状況で見えるのか、ふぶいていて見えないのか、ではこのカメラは駄目

ですね、違うのに改良しますか、違う囲いつけますか、その辺を調査というか、状況を把

握して問題点抽出して、最終的には町内の端から端まで、特に駒ケ岳地区、要はなぜかと

いうとそこは今日みたいな天気でも風吹けば吹きだまりになっていると、そういう状態を

把握するために赤井川、駒ケ岳、二ツ山、向こう側は三岱、石倉、今回抽出した場所が駒

ケ岳、比較的条件の悪いところ、何もないところで、遮るものがない。もう一つは、濁川

の活性化センターは軒下につけますから、比較的条件がいいところ、雪も当たらない、電

気もあります、通信もできます。それも比較して、ではこの程度はいけますね、これ以上

悪かったらいけませんねというのを比較しながら、いろんなところを抽出して、最終的に

は十何か所持っていこうかなと。目的は吹きだまり対策とか、あとは今現在ですとそうい

う状況が、こっちが降っていなくても向こうは降っていると。夜中とかでしたら職員がパ

トロールしていかなければならないと。ふぶいているときに行ったら危険ですので、こう

いうカメラとか、そういうのも利用しながら、最終的にはカメラのほかにセンサーつけて、

何センチ降ったかというのも大体で予測できればいいかなと。行く行くはＧＰＳつけた発

信機みたいなスマホみたいなのを除雪車に積んで、除雪カメラでどういう状況で今かいて

いるか、どこを今走っているかというのが分かれば一番ベストかなと。それのための第一

歩です。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） では、これは試運転は１年間気象状況を見て、もしあれだったら

再来年度本格運行という形になりますか。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 雪の状態、冬の状態を見るためには来年の冬でないと分からないのですけれども、ある

程度早めに５月、６月で設置して、雨の状態見ながら、これだったらちょっと冬厳しいね

とか、ちょっと改良というのか、そういうのをやりながら冬迎えて、その次の年度にさら

にもう少し試行的というか、ちょっと条件の悪いところを増やしながら持っていきたいな

と、そういうふうに思っています。 

 以上です。 

〇委員（髙橋邦雄君） 備品購入費の件でちょっとお聞きします。車載式草刈り機の購入

なのですけれども、この目的及び概要に書いてあるのですけれども、今まではこういうも

のがなくて、重機等で現地まで移動して作業されたということです。これ写真で見る限り

は、のり面をすごく効率的に作業できていると思います。移動時間も、プラスアルファ作

業時間も短縮できるということと僕は認識しているのですけれども、今まで温暖化もあっ
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て雑草もすごく生えて、町民からはかなり要請もあったと思います。今回この機械を入れ

ることによって、今回１台の予算ですよね。かなり効率的に今年度は森町の景観も、環境

もよくなってくると思うのですけれども、これを入れることによってどれだけ効率的に進

むのかと。まだ機械を入れているわけではないのですけれども、そこの部分どのように建

設課では捉えていますか。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 今現在は、タイヤショベルについている大型の草刈り機あるのですけれども、それも二

十何年たちます。大型ショベルのほうも二十何年たちます。それで、何が問題というか、

移動時間、タイヤショベルで要は三岱の一番奥まで行くといったら、ここから１時間かか

ります。行って帰ってくるといったら２時間、作業時間がそれだけ削られますので、これ

何年も前からちょっとユーチューブとかで見ていたのですけれども、ユーチューブで草刈

り機、機械一式とかと検索すれば、トラクターに載っけるもの、タイヤショベルにつける

もの、あとユンボにつけるもの、そういうやつは出てくるのですけれども、普通のトラッ

クに載せるものはちょっとこれが初めて見たのですけれども、これが二、三年前に見まし

た。これを検索というか、探していきますと、これは実は株式会社ネクスコ・メンテ関東

と青森県のササキコーポレーションというところで共同開発していますよと。早速電話し

たのですけれども、まだ市販はされていませんと。そういうことで、市販されたら使って

みたいのだよねということで二、三年前からやり取りはしていたのですけれども、たまた

ま去年ネクスコの人と話す機会があって、今年から市販というか、ネクスコ関東のほうで

試験的か何かで作ってみますよということで、ちょっとやってみるのですけれども、最大

の目的はやっぱり稼働時間。稼働時間をいかに増やすかということと、あと今１台だけで

したら正直な話間に合っていないと、草生える時期みんな一緒なので。それと、この草刈

り装置が今はこういうふうに水平方向に回転する草刈り機、どっちかといえば草を切断す

るタイプ。今回選んだというか、実は２種類あるのですけれども、障害物にぶつかってく

るんと回るとタイプ、だからスピードは落とさないタイプと、今これやろうとしているの

が縦回転に回るタイプ、それでどっちかというと破砕タイプ。これ写真で見づらいのです

けれども、一番けつについているのがブロアも自動でブロア含んで、環境もきれいになる

よということで、一回導入してみて、その辺データ取って、どのくらいのスピードアップ

になるのか、その結果がよければ次の種類、２種類目をちょっと検討しようかなと。どっ

ちかというと、縦回転のほうがうちら今ないので、縦回転のほうは実はキャタのユンボに

つけるやつはちょっと駒ケ岳のほうで見たことあるので、それについては今のり面こうや

りますよって。これを上げると木の枝、枝も太くなければじゃあっといけると、破砕タイ

プだから。なので、町の中はちょっとできないのですけれども、郊外でしたら道路の端と

端から来て、ぶつかるような、それはうちら冬場やるのですけれども、そういうのもでき

ると。大体５メートルくらいまで延びますので、じゃあじゃあとやれば冬の作業もできる

かなと思って、実はこれ納期半年かかりますので…… 
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〇委員長（伊藤 昇君） 富原課長、もうちょっと簡潔にひとつお願いします。 

〇建設課長（富原尚史君） 草刈りには間に合わないのですけれども、冬場にも使ってみ

ようかなと思っています。 

 以上です。 

〇委員（髙橋邦雄君） 今の説明を聞いて、すごく効率的に作業が行える機械だと認識し

ました。森町は、物すごく面積も広い。今回１台の購入で１年試験的にやってみると言わ

れたのですけれども、自治体ではまず使われていないということをちょっと今お聞きしま

して、ネクスコさんですか、そこでは物すごく効率的に、高速道路だと思うのですけれど

も、すごく使われていたと思うのですけれども、実例があるものですから、今年度は１台

だということで、前年度より作業効率は物すごく上がると思うのですけれども、先ほども

１年を見てみて今後検討したいということで、今ここで予算のことなので、今聞くことで

はないかもしれないのですけれども、これがよければ２台目購入って考えているのですか。 

〇建設課長（富原尚史君） 検討はしていますけれども、今使っているタイヤショベルの

ほうが25年使っていますので、そちらのほうが壊れたら入替えでこちらのまた違う種類を

購入する検討はしております。 

 以上です。 

〇委員（山田 誠君） 157ページですけれども、委託料の暗渠側溝清掃業務の委託料、一

応600万見ておりますけれども、私心配しているのは海抜ゼロメートル地区にちょっと600

万では少ないのでないかなという気がしているのです。ということは、ゼロメートルです

ので、汚泥がすごくたまりやすいというようなことで、被害は結構出ているところもある

わけです。というのは、家庭からの排水が低くなっているというようなことで逆流する可

能性が結構出てきているわけなので、その辺について予算的に不足ではないかなと思って

いますけれども、課長、どうですか。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 予算は600万で、今現在の詰まっているというか、たまっているところとか、海抜ゼロメ

ートルの砂原５丁目、これは毎年のように、予定のところにも砂原５丁目、彦澗会館の斜

め下、上村商店の下、その辺は入っております。あと、今年度は、何年かに１回やらない

とあの、砂原漁港の大排水路、その辺も予定しています。あとは、上台の病院の坂の通り

とか、今現在考えられるので600万で、大雨、台風等でまた状況が変わりましたら、そのと

きはまた補正対応とか、そういうのを考えております。決して今の600万でそういう大雨に

対応できるものではなくて、今考えられるので600万ということで予算計上いたしました。 

 以上です。 

〇委員（山田 誠君） 今課長言ったように特に５丁目の付近は加工屋さんもすごく多い

わけで、それを側溝に流して、水まわりをしているのも結構ございますので、監視体制を

強化した上でやっていかないと、先ほど言っているようにゼロメートル地区は家庭のほう

に逆流するような格好があるので、その辺の強化対策もきちっとした上で対応していただ
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きたいと思いますけれども、いかがですか。 

〇建設課長（富原尚史君） 加工場からの排水については、以前も水産課を通して注意喚

起してもらってございます。特にスケソウの時期とか、そういう時期になれば排水にも赤

いスケソウの血混ざったようなのが流れてきますので、そこは水の場合はまだいいのです

けれども、頭流れてきたり、そういうのあるので、流れるときは網かけてやってください

とか、そういう注意喚起はしてございます。 

 以上です。 

〇委員（山田 誠君） それと、最近ホタテ養殖の方々も結構つないでいるわけです。だ

から、その辺も今言ったように水産課のほうと協議して、組合のほうに指導してもらった

り、そういうことのないように強力に指導していただきたい。お願いします。 

〇建設課長（富原尚史君） 水産課と協議しまして、指導してもらうようにいたします。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 監視カメラのところなのですが、先ほどの課長の説明聞いている

と雪のことしか話ししていないので、雨の話を全然していないのです。だから、冬期間だ

けだったら冬期間だけ動かして、夏場止めるのかなと思ったりもしていたのですけれども、

まずその辺確認したいのと、これ録画も当然しているわけですよね。とすれば、プライバ

シーの問題とか、もし警察などから情報提供が要請された場合にどう対処するのか、その

辺のことも考えていかなければならない問題が出てくるのだと思うのですが、いかがです

か。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 まず、先ほども述べたのですけれども、雪ばかりではなくて雨、大雨、そういうときの

状況も見ます。 

 あと、録画については、今考えているのが７日間までは見れますよと。あと、情報提供

については、今現在はまだそこまでは考えていません。ただ、事件性の捜査の関係で捜査

令状みたいなのが来ましたら、それは提供しなければならないのですけれども、まだそこ

はプライバシーの保護とかの観点で、いざ例えばネットで公表するよとなったら、そこは

ぼかしを入れるとか、そういうのは検討しなければならないだろうと。ただ、サーバーダ

ウンとかも考えられますので、今の時点ではまだそこは公開する予定もございません。今

の時点では。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） それで、当然24時間というか、１年間動かしっ放しというふうな

理解でいいですよね。とすれば、雪に関してはある程度見ていると分かるのだと思うのだ

けれども、雨に関してはなかなか分からないと思うのです、強弱というのは。だから、設

置の場所にというか、例えば私が思っているのは雨量の多い、少ないかの判断というのは、

水たまりなり、川の増水のほう等も見れるようにしないと、実際の雨量というのは画面で

見ていても判断つかないと私思いますので、その辺設置場所の向きというか、可動式にな
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っていますよね……固定式。その辺ちょっとお願いします。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 今現在やろうとしているカメラについては固定式です。これが成功というか、成功、失

敗は分からないのですけれども、これがもしいけるよとなれば川、気象カメラという位置

づけですので、川に向けてやります。そうすると、増水しているとかしていないとか分か

りますので、将来的にはそこまで持っていきたいなと思っております。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目３道路橋梁新設改良費、質疑ございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、158、159ページ上段、項３河川海岸費、目１河川海岸費、

質疑ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、160、161ページ中段、項５都市計画費、目１都市計画総

務費、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、160、161ページ中段から162、163ページ上段、目２公園

費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（斉藤優香君） 12の委託料なのですけれども、青葉ケ丘公園グラウンドというの

は、建設課で管理していると聞いていますが、その使用回数とかというのも管理されてい

ますか。 

〇委員長（伊藤 昇君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１１分 

再開 午後 ４時１２分 

 

〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 個人での使用は、そこまでは管理し切れていないのですけれども、５年度の数字はまだ

出ていないので、Ｒ４年度の数字なのですけれども、これは桜まつりと、あと桜の会のフ

リーマーケット、これが２件、あとナイター照明が４件でコイン48枚、コインの枚数しか

分からないのですけれども、48枚が野球関係です。あとは個人での使用は把握しておりま

せん。 

 以上です。 

〇委員（斉藤優香君） あまり使っているようには全然見えなくて、毎年転圧してやるの
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であれば、サッカー場にしてしまったほうがいいのではないかなんて私は、転圧も要らな

いし、人工芝のそういうことも考えて管理されていくのであれば、使用回数から見ると断

然そっちのほうがいいと思うし、あと予算だからあれなのですけれども、森町にちゃんと

したサッカー場がまずないということで、今子供たちかなりサッカーやっているので、そ

ういうこともこの先考えていってもらいたいなとは思うのです。 

〇委員長（伊藤 昇君） 今サッカー場という話出たのですが、所管違いますので。 

〇建設課長（富原尚史君） お答えします。 

 サッカー別にやってもいいのです、あそこで。個人ではやっている人おります。大会と

か、そういうのは申込みは野球しかないのですけれども、サッカーをやったら駄目だとい

うこともないので。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目３下水道費、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、162、163ページ中段から164、165ページ下段、項６住宅

費、目１住宅管理費、質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、166、167ページ上段、目２空き家対策費、質疑ございま

すか。よろしいですか。 

〇委員（斉藤優香君） ここかどうかはちょっと分からないのですけれども、先般森の持

ち物のところに不審者というか、侵入者がいてというところのそういう管理は、これはど

こになるのでしょうか。建設課になるのですか。 

〇委員長（伊藤 昇君） 契約管理課みたいなので、建設課ではありませんので、お願い

できますでしょうか。 

 ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、212ページをお開きください。よろしいですか。212、213

ページ下段から214、215ページ上段、款11災害復旧費、項１土木施設災害復旧費、目１土

木災害復旧費に入ります。質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、166、167ページ、款９消防費、項１消防費に戻ります。 

 説明員交代のため暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１６分 

再開 午後 ４時１６分 
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〇委員長（伊藤 昇君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 166、167ページ中段から170、171ページ上段、款９消防費、項１消防費、目１常備消防

費、質疑ございますでしょうか。 

〇委員（松田兼宗君） どこで聞いたらいいのかなと思ったりもしているのですが、３月

に令和５年度版の消防年報出されましたよね。それなど、あるいは地域防災計画なんかを

見ていると、防災における消防の役割というのがどうも見えてこない。救急救命、消火に

ついては分かるのですが、防災計画の中でも消防署の役割というのか、どういうふうにな

っているのか。それは分団も特にそうなのですが、消防署員の場合は大体イメージできる

のです、どういうことを防災においてやるって。ただ、分団に関しては分からない。とい

うか、何でそういうことを思ったかというと、以前に消防の講習会をやるときに、消防の

分団の人に連絡してくださいという話を言われたのです。それを分からないわけ、こちら

のほうとしては、分団のメンバーというのは。だから、今後防災のことを考えたら、それ

ぞれの町内会もそうなのだけれども、消防団との連携が必要になってくるのではないのか

なと思っているわけです。その辺が見えていない。誰が消防団員か分からないわけです。

だから、そういうことを考えた場合に消防との連携というか、その辺がそれを２つ見ても

分からないのです。その辺整理して、在り方としてはそういうことを含めてどこかでコマ

ーシャルしていったほうが今後防災のことを考えたら大事になってくるのかなと思いまし

たので、その辺どこで質問したらいいか分からないので、最初に質問しましたけれども。 

〇委員長（伊藤 昇君） 予算項目ではどこを指して質問されていますでしょうか。 

    （「委員長、消防団の関係は非常備のほうで聞いてもらわないと」の声 

      あり） 

〇委員（松田兼宗君） だから、そっちでもどっちでもいいです。 

〇委員長（伊藤 昇君） そしたら、非常備のほうでご質問を受けるということでよろし

いでしょうか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、170、171ページ中段から172、173ページ上段、目２非常

備消防費、質疑ございますか。 

〇委員（松田兼宗君） 今の部分なのですが、それと併せて今回工事請負費のほうで第２

分団の屋根張り替え工事入っていますけれども、あの建物…… 

〇委員長（伊藤 昇君） 施設費でないですか、それ。今は非常備消防費でございます、

目２。 

〇委員（松田兼宗君） そしたら、あえて再度お聞きしますけれども、分団の団員の在り

方というか、防災に関わる部分で分団あるいは団員の人たちがどういう関わりを持ってい

るのか。そういう規定というか、特にあるのでしょうか。 
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〇消防長（東谷直樹君） お答えいたします。 

 規定というもの自体は設けておりませんけれども、災害時は常備、我々職員のほうから

非常備の分団のほう、特に分団長のほうにすぐ連絡入れて集まってもらうとか、町民から

の連絡に関しては消防職員のほうに入りますから、その後団員のほうに連絡して集まって

もらうというような形にはなっております。 

 また、各分団のメンバーに関しては、例えばその地域の町内会等で必要があれば情報は

提供はできるかと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 名簿必要があるかないかというよりも万が一のときのためには、

当然地域の地域防災団体があればまた違う、自主防災会があれば変わってくるのでしょう

けれども、それがあったとしても自分たちのあれではできない部分ってあるのです。例え

ば重機とか、そういうのがあるわけではないから。とすれば、どうしても設備を持ってい

る消防団なり、消防署、消防署というのは全体の部分把握しようとするから無理だと思う

のです。とすれば、各地域にある分団のほうとの協力をしていかないと、防災というのは

できないでしょうというふうに私は思っているのです。具体的にそういう訓練も当然やっ

ているのだと思うので、そういう情報、ふだんからの情報交換なり、連携ができるような

システムというか、話を持つ場を設けていただかないと、今後防災としての機能は各町内

会なり、自主防災会でやっていけないのだと私思いますので、その辺もし今後の在り方と

して考えがあればお願いします。 

〇委員長（伊藤 昇君） すみません。私のほうから、まず予算書のどこに該当しておっ

しゃっているのかを明確に言っていただきたいというのと、今消防のほうでお答えできる

のであればしていただきますけれども、その辺りは。質問ではございませんので、予算の

質疑でございますので。 

〇委員（松田兼宗君） あえて言いますか。報酬のところでいいのではないかと思います

けれども。 

〇委員長（伊藤 昇君） 報酬ですか。よろしいですか、消防長。 

〇消防長（東谷直樹君） お答えいたします。 

 団員と地域との関わりにつきましては、例えば地元で行う訓練なんかの際でも町内会の

人に参加してもらうとか、そういうこともこれからは考えることもできるとは思いますし、

あと町内会の会議などでも恐らく団員で町内会の役員とかというのもいると思いますの

で、その辺うまく団員も含めてこちらからも広報できればいいのかなというような。また、

情報を町内会のほうからもぜひ教えてくれというのであれば、こちらからは幾らでも情報

は出すことは可能だと思います。 

 以上です。 

〇委員（松田兼宗君） 教えてくれというのではなくて、システムとして防災体制を取る

のには日常からそういうことを対話というか、関係を持っていなければ無理なわけです。
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急に何かあって、例えば分団で消防団員が誰だかも分からない状態でどうやって連絡つき

ますか。そのときに教えてくれという話ではないです。今何かあったときのために日常ふ

だんからそういうのを分かっていなければまずいでしょうということを言っている。だか

ら、そういう要望が多分上がっていないのだろうなとは思っていて、今回感じたものです

から、そういうことを。だから、何かあったら協力関係持っていけるわけですから、そう

いう場をつくってもらわないと防災なんてできないです。町内会さん弱体化していってい

る一方なわけですから。分団もそうでしょうけれども。 

〇消防長（東谷直樹君） お答えいたします。 

 今まで今松田委員おっしゃったようなケースのパターンがこちらのほうには聞こえてき

ませんでしたので、なかなか町内会とかの関わりを特別持つというようなことはなかった

のですけれども、ただ消防団員に関しては地元の人間ですので、恐らく周り近所顔をほと

んど覚えているのかなという想定の下でこちらから今までやっていたものですから、です

から今後例えば名簿なんかでも町内会だとか、そちらのほうに提供することは可能だと思

います。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにありますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 次に、目３消防施設費、質疑ございますか。よろしいですか。 

〇委員（松田兼宗君） 消防指令システムの整備工事についてなのですが、これ切替えの

タイミングというのはいつになるのでしょうか。瞬時に多分切り替えていくのでしょうけ

れども、何月頃を予定しているのかというのはお知らせしていただきたいということと、

第２分団の屋根の張り替え工事なのですが、これブロック造りの建物なのですが、建てて

から53年経過していますよね。耐震的な部分で大丈夫な建物なのでしょうか。それがある

から多分張り替え工事をやるのだと思うのだけれども、その辺確認したいので。 

〇消防長（東谷直樹君） お答えいたします。 

 消防指令システムの運用時期に関しましては、この後予算が決まり次第入札審査委員会

に入ります。あとは入札と入りまして、仮契して、５月か６月、特別な議会開いてもらう

かもしれませんけれども、議会の承認を得て初めて本契約となります。一応消防のほうで

考えているのは、年度内には絶対運用できるようにとは考えています。運用に関しては、

もちろん機械がそろったからすぐというわけにもいきませんので、職員の訓練等も含めて

やっぱりある程度の日数を置かなければ動かすことできませんので、それの日程考えまし

ても年度内にということで時期的には考えています。 

 また、２分団の詰所の件ですけれども、築53年たっているコンクリートブロックです。

正直耐震は恐らくないだろうとは思っております。ただ、ここの詰所に関しては設置して

いる場所は、委員ご存じのとおり、津波の浸水地域でもあります。となった場合に、新築

する場合どこに建てるかという問題も出てきますし、港町、東森管轄している分団ですか
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ら、やはり少しでも高い東森ということになろうかとは思うのですけれども、ただ町有地

だとか、その辺も探していかなければならないということもありますので、すぐ結論の出

る問題ではちょっとございません。今現在考えておりますのは、修繕しながら使えるうち

は使っていこうというようなことでございます。 

 以上です。 

〇委員長（伊藤 昇君） ほかにございますでしょうか。ありませんか。 

（「なし」の声多数あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇委員長（伊藤 昇君） ここでお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。ご異議ございませんでしょう

か。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇委員長（伊藤 昇君） 異議なしと認めます。 

 本日はこれで延会することに決定しました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇委員長（伊藤 昇君） 本日はこれで延会します。 

 次回は、３月11日午前10時開会とします。 

 お疲れさまでございました。 

延会 午後 ４時２８分 


